
令和2 判決言渡し・同日判決原本領収裁判所書記官濱剛遼

平成3 0年(ワ)第3 5 7号慰謝料請求事件

口頭弁論終結の目 令和2年2月20日

判 決

群馬県利根郡みなかみ町上牧3 1 5 8- 1

原 告

東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

被 告

同代表者法務大臣

同 指 定代理人

主

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。
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事 実及 び理′由、

第1 請求’

被告は,原告に対し, 10万円を支払え。

第2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は,原告が,前橋地方法務局沼田支局(以下「沼田支局」という。 )の

職員等がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に原告に損害を加

害漢書に



えた等と主張して,被告に対し,上記損害の一部である1 0万円の支払を求め

る事案である’(原告は,今回は総額1 00兆円の一部請求であるとする。 ) 。

2 当事者の主張

(原告ゐ主張)

別紙訴状I (第1の部分を除ぐ。 ) ,訴状I補足説明書及び工準備書面(1)記

載のとおり。

(被告の主張)

(1)別紙訴状I関係

ア 「時系列的事実経過」以外の記載について

記載の趣旨が明らかでないが,被告が原告に対して賠償責任を負うとい

う趣旨であれば全体として争う。事実については,下記イにおいて認める

部分のみ認め,その余は否認,不知又は認否の限りでない。.

イ 「時系列的事実経過」について

の ①及び②は不知。原告の主張するようなやめとりがあったとしても,

「見当違い-な詭弁」 , 「見当違いな…誘導」及び「虚偽の理由」等の評

・価は争う。

招) ③から⑩まではおおむね原告の主張するようなやりとりがあった事実

は認め, 「根拠無く」 , 「不当に」及び「虚偽の理由」等の評価は争う。

(2〉 別紙訴状I補足説明書関係

認否の限りではないが,列挙された内容に関して被告が原告に対して賠償

責任を負うという主張であれば全体として争う。

(3)別紙訴状工等記載の人権相談等に関する事実経過

ア 平成29年1月31日の人権相談

‾

原告が相談書面を持参して沼田支局に来庁したため,午後1時40分頃

から午後2時5 0分頃まで,石坂人権擁護委員(以下「石坂委員」という。)

が人権相談を受けた。原告は,石坂委員に対し,相談書面を検討して,法
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務大臣へ報告するとともに,人権侵犯事件として調査するよう希望したが,

石坂委員は,法務局の担当者と内容について検討し,必要な助言及び関係

機関等の紹介を行うのが相当と判断し,後日連絡する旨を伝えた。

イ 平成29年2月10日の回答

平成2 9年1月3 1日の人権相談を認知した沼田支局原田総務係長(以

下「原田係長」という。 )は,同年2月10日午後2時10分頃,原告に

対し,電話で,相談書面の内容から警察等に対応を求めるべき問題と思わ

れるので,群馬県警や刑事事件に詳し.い弁護士への相談を勧める旨を伝え,

また,法テラスに照会すれば相談窓口を教えてもらえるかもしれない旨を

回答した。

ウ 平成30年1月18目の人権相談

原告が沼田支局に来庁し,午前1 0時1 5分頃から午前1・1時30分頃

まで,福田支局長(以下「福田支局長」という。 )及び原田係長が人権相談

を受けた。原告は,福田支局長及び原田係長に対し,人権侵害を受けてい

るので調査するよう希望したところ,福田支局長及び原田係長は,侵犯事

実が確認できない旨を回答した。

エ 平成30年1月19日の人権相談

原告が福田支局長に電話をし,調査するよう再度希望したところ,福田

支局長は,侵犯事実が確認できない旨を再度回答した。

オ 平成30年1月23日の人権相談

原告が前橋地方法務局人権擁護課(以下「人権擁護課」という。 )に来

庁し,午後1時頃から午後2時1 5分頃まで,石巻人権擁護係長(以下「石

巻係長」という。 )及び戸所人権擁護委員(以下「戸新委員」という。 )

が人権相談を受けた。原告は,石巻係長及び戸所委員に対し,警察署及び

法務局職員から無視され人権侵害を受けている旨を相談したところ,石巻

係長及び戸所委員は,告発状や被害届を受けても捜査機関が独自に捜査を
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するか否かを決めるのであり,法務局職員も人権侵害と認識しなければ調

査に入らない旨を回答した。

カ 平成30年2月19日の人権相談

原告が人権擁護課に来庁し,午後1時3 0分頃から午後4時3 0分頃ま

で,人権擁護課の富岡係員が人権相談を受けた。原告は,富岡係員に対し,

人権侵害を受けているので調査するよう希望したところ,富岡委員は,侵

害行為の態様や侵害された権利利益の内容が明確ではない旨を回答した。

キ 平成,30年10月31日の人権相談

原告が富岡係員に電話をし,一般論として犯罪は人権侵害であるか等を

照会し,富岡係員は,刑法等に照らし違法性があれば人権侵害になる旨を

回答した。

(4〉 被告の主張

人権相談における被害の申告は, 、人権侵犯事件の調査及び措置を行う上で

の端緒であって,人権侵犯事件の調査権限の発動を促すにとどまり,申告者

が人権侵犯事件の調査及び処理によって受ける利益は,反射的にもたらされ

る事実上の利益にすぎず,法律上保護された利益ではなく,申告者は,人権

擁護機関による調査が行われず,措置が執られなかったことの違法を理由と

して国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできない。法務局

職員及び人権擁護委員の対応に同法上の違法を認める余地はない。

第3 当裁判所の判断

1公務員による公権力の行使に国家賠償法1条1項にいう違法がある.というた

めには,公務員が,当該行為によって損害を被ったと主張する者に対して負う

職務上の法的義務に違反したと認められることが必要である(最高裁判所昭和

5・3年(オ)第1240号昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻

7号1512頁タ最高裁判所昭和61年(オ)第1 152号平成元年’11月24

日第二小法廷判決・民集4 3巻1 0号1 1 6 9頁,最高裁判所平成1 3年(行ツ)
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第82号,第83号,同年(行ヒ)第76号,第77号平成17年9月14日大

法廷判決・民集59巻7号2087頁等参照) 。

2 ところで,法務省人権擁護局は,人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済

及び予防に関する事務をつかさどり(法務省設置法4条1項2 6号,法務省組

織令8条1号) ,人権侵犯事件調査処理規程(平成1 6年法務省訓令第2号)

という内規に基づく人権侵犯事件の調査処理制度を設け,法務局長又は地方法

務局長が,被害者等からの申出又は人権擁護委員等からの通報に基づき,人権

侵犯事件の調査を行い,調査の結果,人権侵犯の事実があると認めるときは,

必要な措置を執ることを要請し,事理を説示し,文書で必要な勧告を行い,通

告して適切な措置の発動を求め∴文書で告発する等の措置を講ずる等としてい

る(同規程2条, 2章2節及び5節, 3章) 。また,同省所管の人権擁護委員

制度は,市町村長が市町村議会の意見を聞いて推薦した候補者の中から,法務

大臣が弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて委嘱した人権

擁護委員(人権擁護委員法6条)が,自由人権思想に関する啓もう及び宣伝を

する等のほか,個々の人権侵犯事件についても,その救済のため,調査及び情

報の収集をし,法務大臣への報告,関係機関への勧告等適切な措置を講ずるこ

と等としている(同法11条3号) 。

3 原告の申告に係る人権侵犯の内容は,原告が人権擁護課に提出した書面(甲

7)に端的に現れているが,その内容からみて,調査に当たっては,刑事関係

法令についての専門的知識が必要不可欠であり,相当の人数をもって組織的に-

取り組む必要があると認められる上,強制的手続も用いなければ事案の解明を

遂げることは困難であると認められる。

そうすると,原告の申告に係る事件については,仮に,原告の申告のとおり

被害が生じており,又は生ずるおそれがあるとすれば,上記2のような人権侵

犯事件の調査処理制度の仕組に照らし,法務局又は地方法務局において取り扱

うことが適当でないと認められ,また,上記2のような人権擁護委員の職務の
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範囲を超えているというべきである。

以上の,ような観点から,原告と福田支局長,原田係長;石巻係長,富岡係員

及び戸所委員とのやりとりの内容(甲2の1 ・2, 3の1・2, 4の1・2,

5の1 ・2, 6の1 ・ 2, 8)を検討すると,被害者の立場を尊重する現行人

権侵犯事件調査処理規程等の下においても,上記の者らの原告に対する言動に

ついて,虚偽の理由,詭弁,欺岡を多用して,原告の抗議も無視して,原告の

人権侵犯被害の申出を不当に受付拒否した等と評価することはできず,上記の

者らが,原告に対して負う職務上の法的義務に違反したとは認められない。

原告の主張中には,上記の者らの行為の違法を基礎付けるものとして,当該

者又は沼田支局若しくは人権擁護課の作為義務,応答義務等を主張するとみら

れる部分もあるが,いずれも原告独自の見解に基づくものといわざるを得ず,

採用することができない。

原告の主張する「包囲網」 (原告は, 「男なら女からのSEX要求に応える

のが当然だ」という慣習上の偏見に基づき,これに応えなかった原告に対し,

一貫して差別及び迫害を続け,国家機関を含む公的機関の職権を濫用して脅迫

及び隠ぺいを続ける存在を「包囲網」と主張するものと解される。 )について

も,本件全証拠を総合しても,その存在を認めることができない。

4 以上によれば,国家賠償法1条1項に基づく原告の請求は理由がなく,その

余の請求(根拠法令については,別紙訴状Iの第2の部分参照)についても理

由がないことは明らかである。

よって,原告の請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。

前橋地方裁判所民事第2部

裁判官
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(別紙)

訴状I

第1請求の趣旨

l 被告は原告に対し10万円を支払え

2 訴訟費局は被告の負担とする

第2 請求の原因

前橋地方法務局(人権相談所)フグダ沼田支局長、ハラダ係長、イシマキ、トミオカらは、・後述のよ

うに、人権相談所として、極めて事件性の高い状況にありながらそれを認識せす、また露骨な申出

の妨害を行って私の権利の行使を妨害しました。

これらは私を大高扱いしない差別的.取扱であり虐待と言え、精神的に著しい屈辱を受けましたo

また脅迫者達を野放しにしたことにより著しい生命の危機への恐怖が続きました。

これらは彼らの国家公務員としての職権の行使における故意または過失であり不法行為です。

よって、

①日本国憲法17条及び国家賠償法一条一項または、

②国家賠償法第4条による民法の規定(農法709条及び民法710条の一般不法行為責任及び民法7?5

条の使用者責任)の公人への類推適用,

③民法709条及び民法710条の一般不法行為責任及び民法715条の使用者責任の公人への類推適用

のいずれかの選択適用に塞き、被告に対して慰謝料を請求します。

いずれも適用可能な場合は先順位から適用ねがいます。

違法性

要亙る五二度も合理性を示さない星雲極めて悉薫的な否合理な判擬を続けてさき.した虹

なお、..判断の合盟性を示す地も..′護憲健二覧表やよ主な形でゝ..数事で毒す.し奴勧工と思います鼻. _

.翠蛙は春寒を否定去る却断を績丑を琵.窪まる邁重な手続主を受ける格和や行使玖妨害手先..

違反の性質や法的説明や包囲網の概要については被害届20j8守記載の通’りです。

救済の申出により、規定に明託された(刑事訴訟法第239条の)告発を求めたのに妨害されました。

切迫した生命の危機や高度の事件性を無視したことは刑事訴訟法第239条2への違反です。

つまり事件性の隠蔽であり故意または過失による適工仁な手続を受ける権利の行使の妨筈です。

これらは被害届20I8の「違反の性質」に詳述の過り、自由権規約の各条項への違反です。

日本では、告訴に塞く適正な手続を受ける離山(日本国憲法第13条もしくは2与条)の侵害です。

更に、生命に対する権利(日本国憲法第-3条)と平等権(日本国憲法第14条)の侵害です。

これらより民法709条の一般不法行為に当ります。

被告らが包囲網として行動したということです。

包囲網はこれまで常に一貫して、 「私を人間扱いしない対応」を続けてきました。

言い換えると、そうした「ありえない対応によって私に威力を示して脅迫」し続けてきました。
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つまりその無言の脅迫の意図は「発覚する前に我々の誰かが必ずお前を殺すから、人間扱いする必

要など無い」ということです。

以下の工へⅤにより、行為の不当性を演出して包囲網の威力を示すことにより私の生命を

盈適したこと

⊥-私の20-7013う救済の申出を私が抗説して_も無視臆し続けたこと(時系列①へ⑨全車

「人権相談所は捜査機関ではないから調査に強制力が無い」と彼らは繰り返し発言しています。

でもそれは、 、人権侵犯事件調査処理規程第2条「人権侵犯の事実の一有無を確かめ,その結果に基づき,

事案に応じた適切な措置を諮ずる」という作為義務を放棄する正当な根拠にはな.りません。

★20170131の救済の申出(証拠54)の内容が無効との主張について

iおそらくは認識事実毎に対応する形で具体的人権名を記述していないごとを指しての主張と思われます。

しかし、細則第8条の職梅探知の要請に照らしてみれば記載された事実経過から彼らの職櫨で人権侵

害内容の想像がつくはずですから、侵犯事実が無いと断じることなどできないと思います。

それよりも、こ・の主張の類型が告訴状トで警視庁が訴訟において行った対応に倣う悪質な手法だという.

ことであり、包囲網としての威力を示しています。

上2人権擁護委員との連絡を妨害し続けたこと!胸葛主軸
;「貴方は単なる事務局で腫上上位星も連盟皇室酬
〔畢_初

ノ

しかたなく、私はみなかみ師こ尋ねましたが、 「町の機関ではないから関知しない」 (福祉課・ウチ邦と

断られ、なす術が無く20-703以来今日まで音信不通です。

Ⅱ二度までも虚偽の理由を用いて私の救済の申出を受付拒否したこと(時系列②」動

これらは信義則違反による適正な手続を受ける権利の妨害であり単独で不法行為です。

・発生場所による雷撃外

壁定第2章第’1節箇轄第王墓串ま、発生地または居住地と明記されています。

事件毎に必ず直面する前提条件であり、実務上も問題となるケースは稀だとトミオカも言いました。

⊥盤祖的被害についての損害額・

申出の段階でそれを求めるは非常識です、と私が何度も指摘したのに聞き入れませんでした。

そのような規定は無いとイシマキも言いました。

坦塞辺説明を途中で不当に打ち切り、再開の要請に臆臆も応じなかったこと(時系列亀」動●

残りの未説明部分への対処方法はA私の提出書類を一旦預かづて後で侵犯事実の有無を検証するか、き

説明の続きの予定を組むか、のいずれかしかありません。

それなのに、いずれの方法も取らずに露骨に不当に打ち切りました。

Ⅳ臆脅迫と隠蔽を同時に示唆する露骨臆な発言の数々(時系列④、 ⑦・、書留,嚢.助

辞拠鮮明韓の通り、彼らは以下の他にもたくさんa凋題発言をしています。

撒三以下の1 - 6は槙塊の無い塵鱒の番言であ虹..信義則違反であ.り無条件に違法です,

1 (原田) 「う_ち良二みそ五二五」雑談と二男でないと受付け郎彊せんや・、これだけが必要なんです。..

出頭で説明してぐださい。」_.

∴_:∴明細別紙とすれば済むことでありふ軍団内容を鬼裏年とする隠綾の議劇ま現急かです
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2 (私)培みなもの・一塊に薫ききれるはずがないでしょがこれだけ梁塵です虹鬼瓦ばねか喜子要点

言う乱..(原曲-..[それなら熟す拙技丸ま豊ん生えち手で至る二との箆掛を超えて_いま五十

∴∴二宮.ぐち被害が多,ふて.も.被患者の世ので忠義捜_ま昔ん

3 (原田) 「裁勘こする予定があるならうちでは受け付けられません。告訴擬を作っているという二、と

は報謝の喜寿があるものとみなします。」..

∴∴二鳥血痕親約第.1.条_-岨決や権利」_受渡憲です

_生..__竜田」凄臆者は沼艦の離すか?」 (私) 「欝黍は訊ねても名乗らないので不即)駒工。..職筏で

捌かさないこと.も奇態ですよね紅.鯨恥★.卑生泰∴ふちで技量.狙うニ.轟ま軸型.ません乱爛人が鱒

定で主なせれ増調査し・よう必挑"ません。 」・・

∴∴∴経過から見て猪姐署員である_ことは闘違いな生やで調査できないはずはあ堪ません

5 腹囲日独親こなっていれば主与では受けられません山__塊)」羅犯罪であると同時に人権饅犯で

.もあ_る.土星主ことです。_.普通を充_しょ?」

∴ ∴ ∴隠藤の農園嬢露骨過ぎて呆れ点す

.針・_-腹軌,,「∴∴ ∴離在鳴二二度令髄.んに貴重珪.爆ユ壬生たみで如きふ_大鑑擁護黍鼻は委嘱であ蔦ボ

ランティアあやで金井.さ_んから連絡を要語で.き.盃ような存在で珪糾.姜蔓ん鼠」. _.

∴_:. ∴この二方で委員今の再三盈取次ぎ要請.も無視.して義金に連絡や道を塞ぎま.した

]」全ての告訴状の事件性を根拠無く否定したこと僻系列の、 ③、 ⑨)

つ∴ ・ ∴ 要するに∴警察はる隠蔽を主張しているのに、また私の説明に何-つ反論していないのに、最後
へ には「事件性が無い」、根拠を問うと「警察がそう判断したから」というような白痴化対応なのです。

∴∴{置・また、 「事件や裁判になるのであればここでは扱えません」とも繰り返しています。{∴∴- 十二:{

「刑事と民事を並行で進めてはいけないという規定でもあ’るのか?」と訊ねても返事をしません。

極め?げは;沼田支刷)告訴状を突きつけても、 「事件性が無い」とのこと。呆れます。彼刷上曲。
工捜査機関が事件鮭無しと判断したのだから専任鰻は無地.上,い.う.の彊職責教案も甚だ、し虹..

点して,..それが隠蔽尊め真人睡蓋だと何度も強鼠して生霊丸..

違法性のまとめ

要件① 権利または法律上保護される利益の存在

救済の申出により、規定に明記された周章訴訟法第239条の)告群を求めたのに妨害されました。

.これら起人権侵犯事件調査処理規程等今の違反であり.、.また同時に信義則違反です。

切迫した生命の危機や高度の事件性を無視したことは刑事訴訟法第239条2への違反です。

つまり事件性の隠蔽であり故意または過失による適正な手続を受ける権利の行使の妨害です。

これらは被害届20了8の「違反の性質」に記述の通り、自由権規約の各条項への違反です。

日本では、告訴に塞く適正な手続を受ける権利(日本国憲法第-3条もしくは2う条)の侵害です。

更に、生命に対する権利(日本国憲法第I3条)と平等権(日本国憲法第i4条)の侵害です。

これらより民法709条の一般不法行為に当ります。

要件② ①に対する被告訴人らの加害行為 既述の通りです。
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要件③ ②についての故意または過失 少なくとも過失です。

要件④ 損害の発生および金額

経済的被害(法益侵勧ま見当たりません。

精神的被害(法益侵害)についは甚大です。

真っ先に被害者救済に取り組むべき最右翼の機関が見殺しにしたことにより告訴人の恐怖感や絶望感や

孤立感は当然に深まりました。

要件⑤ ②と④の因果関係・

脅迫や隠蔽としか説明がつかない行為により精神的被害を受けたという丙果関係は明らかです。

時系列的事実経過

㊤遡坦2昨後前橋地方法務局沼田支局での会現迫喜平ノ、ヲダば私隼0-70-3-に行った救済の軸嘩

l庇ついて「なぜ侵犯事実の調査酬
巫逓路に強制力が無中朝最後まで執拗に繰り返しましな岬脚鴫
県総務部広報課軌
このあと私は、:実際に岬ま寧)らえませんでした{剛胆塊

∴.一二 五重停年発生場所が東京都から当師の管鱒外である、と軸の理由で受付拒否(甲2)しました。
③20I8即8:0雌暖風妾出塑私からの二度旦酬
よる受取サインの偽料こついて脚筆跡ではないと主張しているのに、 「郵便局員が絶対に

けがない 言上i達し宣伸.曇)旺

④担う・-8 0短亜斑橋盛夏濁雛軽現塑最での連のこ度胸駿鍾漣埋胞容脚幽雌(甲3)」
⑤欄醐壷理塑幽フグタとノ、ラ生蛙ゝ血
遼欄一曲途中で打ち切りました(甲魂- ′
圃壁墨壁壁整容堕国閣壁画壁画墨圏繭隠逸四面囲距離蛭0050田圃困惑 堂堅固圃

神的被書棚否しました(甲旬」⑦画
立場ではないのか岬甲4)」両目談時鞄榊胸骨串間回国壁壁
画闘士起しし伸輔工吏勧蓮曲
上と判断したの幽甲も甲7)」
⑲独迦即-蜜8 私の自宅(みなかみ町上牧31与坤から前橋地方法務局岬橋市大手町2丁目3一-)への通

話において、トミオカば虚偽や詭弁を用いて、著しく不合理な事実を否定する判断を根拠無く操

劃図回 獲図譜閏閉 園国語肥彊 聞
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日本の適用法令・

人権侵犯事件調査処理規程(平成1 6年法務省訓令第2号)より抜粋

第2条事件の調査及び処理は,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者に対する援助,調整の措欝

を講じ,又は人権侵犯の事実の有無を確かめ,その結果に基づき,事案に応じた適切な措置を講ずる。

第5条事件は,この規程に別段の定めがある場合を除き,人嘩侵犯の疑いのある事実の発生地又は人権

を侵犯されたとされる者(以下「被喜者」という。)若しくは人権を侵犯したとされる者(以下「相手方」

という。)の居住地を管轄する法務局又は地方法務局において取り扱う。

第14条(5)刑事訴訟法(昭和23年法律第1 31号)の規定により,文書で 告発すること(告発)。

人権侵犯事件調査処理細則(平成,1 6年3月2 6附け法務省権調第2 0 0・号人権擁護局長通達)

第8条法務局長又は地方法務局長は,人権擁護委員若しくは関係行政機関からの通報又は新聞,雑誌等

の出版物の記事 放送,インターネットその他のものからの情報により,事件の端緒を得るように努め

なければならない。

第3 5条事件に関して作成する調査書類ば次のとおりとしこその様式は,それぞれ当該各号に定める

ところによる。

.(8)i・文書その他の物件(以下「証拠資料」という。)の提出を受け,これを保管したときば保管物日録

別語様式第2 1号

・ (9)前号の場合において,証拠資料の提出を受け:これを保驚した結果を語殺した証拠資料保管報告書別

記様式第22号

/証拠方法 証拠調書圧記載の全て

附属書類 証拠説嘩Iのうち、甲一号証、

本書と被害届2018と慈恵性一覧表をセットで訴状とし、証拠説明書Iを含め、これらの副本一式

以上

\-_
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(別紙)

訴状I補足説明書
提出滴の訴状の論息と否接行為を甥軽化すぺ本書を提輔:ます:

人権相談所の不当性の概要

要するに、私の主壁を否定する合理的根拠を一度も示しておりませも

私が人権相談所に訴えた内容は、提出文書や録音から明らかなように、警察による組織的隠軽重壷

五三と∴その判断は全て、訴えた内容から見て著しく不合理であり、更にその抗議を無視して阜盃

ことから形式不備であり、:手続として無効であ蚤というものでしたが、それを完全に無視して、

最初に警察の判断が有ったという外形だけ固執して根拠無く警察の正当行為だと言い張りました。

これに対して私は更に、人権相談所の作為義務に例外規定が無いことを理由に調査の履行を求め呈

上勘雷、痕査機関の裁量には介入できない、あるいは、捜査機関がそう判断したのだから事件性は

無い、などの職責放棄に当る無根の答弁を繰り返“し、いずれの申出も侵犯性が無いとして、根拠無

平坦て不合理に却下し一不可欠のはずの撃確鞄の畢歪をひたすら甲適し宝と主
語’しくは後述のように、この間の人権相談所の対応ば虚偽の理由を刷、た数度の受付拒ぞ 日請諦

の途中での二度の打切.りを始め、著しい信郵U違反と事実を否定する著しく不合理な判断を重ねて

おり、私?適正な手続を受ける権利(憲法13条)の行使を妨害しました。

臆これらは不法行為であると同時に職権濫用による隠蔽(公務員の犯罪告発義務刑事訴訟法239粂書生

であり私の生命へ、の害意の無言の脅迫です。

また、これらは私を非人開披いする対応の典型であり、あるまじき究極の虐待だと思います。

その轡の仕方に度を超えた露骨な非人間扱いが目立つのでそこに不当竜を演出して包囲網の魔
力を示そうとする意図が表れています。

つまり、臆こうした対応の違法性はあまりに自明であり、訴えられた場合に勝ち目は無いので、連盟

脚。それらが敢えて選択され実行されている点画
会的孤立状態)を見越したうえで、例えば不当な判決等、何らかの特殊な状況を前提に臆して「お前の

訴えなど我々包囲網の組織力で握り潰してみせるIという無言の威力の意図を如実に示しています

これらの歴史的虐待のさまを、できるだけ克明に判例に刻んでくださるよう希望します。

★著しく不合理な判断は、自決権の侵害に塞く、適正な手続を受ける権利の侵害です

通報や申出も一種の手続と捉えられますし、その要件を決めたのは、つまり問題椴害)を決定した

.のは私であり、それを鯛した判断ないし処理では当然に被害は解消しませんから、手続目的を

達成できない為に手続として無効です。_

あるいは、手続としての外形は有るものの、実質的には無視による受付拒否ですから、手続が無か

つたと見ることもできます言

なお、自治の権利(自由権規約l条)については、日本ではあまり一般的でないと思います。
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不当な対応(威力)の類型.

無視

返事無や飛躍などの形式的無視と内容的無視(先行する私の発言や提出済文司が有・りますが、いずれ

も金型的根拠を示して反論するのが原則であり、これを守らないことは相手の人格否定であり、且

治の権利(自白権規約う条)や人間として認められる権利(憲法-3条)の侵害であり信義則違反です。

無根 合理的な根拠が無いということであり、虚偽や詭弁も含まれます。信義則違反です。

抗議を無視100%故意の無視であり、著しい信義則違反です。

職責放棄 職権濫用の一形態であり、規定された作為義務を果たそうとしないことです。

ゾン封と(無視 無根●抗議の無視 職責放棄 槙微 威力 等の複合形態)

要するに、私の主張を無視して勝手に根拠無く正当行為だと言い張り、その不合理に抗議してもなi

お無視して、:同様の発榊
①既に私が行った主張を無視していろこと、全人格否定であり自治権の侵害であること

②無根であること(つまり詭弁、人間というものは犯罪をしないと言っているのと同じです)

訴えた犯罪性儀意隼)に対.して、一般論としての正当行為を主張しても根拠になりません。また、

否定する合理的根拠を全く示:しておりません。

③藍屋 無視の一種ですが.、脈絡というか論理的整合性が無いことです。

④抗議しても、、なお延々と繰り返すこと つまり実質的な会話の放棄です。

二言一青、このようにゾンビ化とは本質的に畦鑑畢勤.、要するに非人甲扱いです
∴ ∴ ・被害届2読(共通寄項説明書)に記述している白痴化対応の一類型です。

そして、このゾンビ化対応を各機関が一斉に模倣して威力を示しているということです∴

★不当な発言や論理の類型

私が初めから警察組織による隠蔽等の犯罪被害を訴えていたこと、らまり彼らの犯罪告発義務(刑事

訴訟法239条2)に訴求していたことは提出書類や発言から明らかです。

以後、本書中の引用で下記の発言類型に該当する場合は説萌を各略します。

発言類型1 「捜査機関の判断には介入できないi 職責放棄、無視 無根 威力

まず、.私が根拠を示して訴えた違法性を根拠無く無視(否定)しています.

また、侵袖事実の調査朝子:
犯罪である以上な正当業務行為ではありませんから、、むしろ優先的な調査対象のはずです。

事実調査しなければ犯罪(小橋侵犯)事実の有無を確認できず、犯罪告発義務を果たせませんo

人権侵犯事件調査処理規程2条「人権侵犯の疑いのある事案について,・関係者に対する援助,調整の措

置を講じ一 又は人権侵犯の事実の有無を確かめ,その結果に基づき,事案に応じた適切な措置を講ずる」

発言類型2 「警察が判断したのだから違法性は無い」職責放棄 無視 無根 威力

まず、私が根拠を示して訴えた違法性を根拠無く無視(否定)しています。

また、侵犯事実の調査などに捜査機関を例外扱いする規定は無いので無根です. ′

ですから、何も調査せぬまま「違法性(侵犯事実)が無い十と断じたことは、:事実を否定する判断で

あり、少なくとも否定する合理的根拠を示していか、ので無根であり、刑訴法239条2違反です。
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発言類型3 「ここは捜査機関ではない」 「我々甲ま捜査権限が無い」

職責放棄 無視 無根・飛躍 威力

発言類型1と同趣旨と思’ゎれますが、当然に誰でも承知していることなので意味がありません。

しばしば私の事件性の強調の直後に見られますが、公務員の犯罪告発義務(刑事訴訟法里39条2)を果

たすには.何らかの判断基準が必要ですから、免責の抗弁にはなりません。

なおこれは20-7年2月にハラダが繰り返したものですが、その後、警視庁サトウやトミオカを始め、

多くが発言しており、模倣により包囲網の威力を示す合言葉と思われますo

発言類型4 「それは貴方が思っているだけ」 「推測だよね?」職責放棄 無視 無根 威力

それはお互い様なので、敢えて言う意味がありません。沼田署のタカダ、マキシマやハラダ、フク

ダ、トミオカなど多数が言うており、模倣により包囲網の威力を示す合言葉です

発言類型5 「それは伽害者)に言え」職責放棄 無視 無根 無意味・飛躍 威カー

襲ってきた強盗と相談しろと言っているのと同じことであり、当然に問題角函まなりません。

これも模徽により包囲網の威力を示す合言葉です。

発言類型6 「それはうちではない」職責放棄 無視 無根 白群と 威力

発言類型3と同趣旨と思われますが、手続目的を無視しています。

発言類型7 「侵犯性(違法性)が無い」職責放棄 無視 無根 威力

それまでの個別事件の事件性の主張を否定する合理的根拠を全く示していないのに、最後には必ず

このような結論に至ります。ここで私は、やむなく説明を繰り返します。

これば私に義務のない事をさせている点からも、職権濫用罪の構成要件に当ります。

発言類型8 「だから、何をもって?」職責放棄 無視 無根 白痴化威力

既に充分に高度の森高性と証拠を捏示しているのに、・それを無視してひたすら言い張ります。

まるで子供の水掛け論です。カクタやフクダなど

犯罪性の強調(公的機関の不法行為は全てが職権濫用による脅迫と隠蔽です)

群馬県馨の対応の前提には警視庁・埼玉県警による智迫殺人への関与の隠蔽という巨大な動機(高度

の懇意樹が初めから存在します○

○珪患璽証明方法(森高性一覧表の活用)

彼らの対応は、態様の全体として隠蔽であり、それを榊です。

茶寮性一覧表に沿って、事件酌)各焦点について、それを否定した判断根拠を質せばよいのです。

彼らは事件性を否定したはずですから、合理的根拠が示せなければ嘘になります。

正攻法として千の言葉を並べるよりも、これが最も単純明快か⊇富む逃れしにくい方法です。

故意の証明の必要性

特に韮誌されてもなお無視しているl(反輪または見直し無)臆点が極めて強く故意を示唆しています。

公的機関による隠蔽ば基本的に手続の妨害であり、必然的に職権濫用臆を伴いますから、あえて職

権濫用の故意を証明する必要は無いと思います。

踵の場合は、性質上、その意思の表明を秘匿するものですが、まれに隠蔽の意図を示すかのよう

な発言が見られることが有ります。これは、その発言の直接的意味に関わらず、実質的に何らかの

威力を示唆する意図と見てよいと思います。
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盈迫の場合は、警察は、その特殊な職責に伴う予見可能性に塞く危険回避義務により、生命に対す

る脅迫被害を無視した場合などは、行為と結果の両面か-ら、故意が指定される為に、不真性不作為

犯に当ると思います。

警察以外の場合には、脅迫罪については基本的に故意の立証が必要だと思いますが、もし、脅迫と

まで言えないとしても、私の場合は少なくとも何らかの威力であり、これらの威力を処罰するには、

現実問題として、脅迫罪もしくは強要罪の未遂くらいしか無いと思います。

★包囲網の意図の推定

包囲網の生い立ちから考えると、ごく初期の主な意図は仕掛ける為の魁蛙にあったと思われますo

それが次第に威力による強要に変わり、被害届豹09の頃には、威力による報復が常態化しました。

それが現在まで続いていると思われます。

現在でも、個々の不法行為から脅迫の意図の内容や害意の対象を特定はできにくいですが、坐互三

園と.も何らかの威力を示そうとする意図であることは疑いありませんe

つまり少なく,とも「お前の訴えなど我々包囲網の威力で握り潰してみせる」という意図であること

は間違いありません.

そしてその威力の全てが、 2009年の脅迫殺人と2015年の猟銃脅迫事件を起源として、常にそれらを

念頭に置いて行われていると推定されること、:っまり包囲網としての模倣または派生と推定される

ことから、:結果として全てが私の生命に対する脅迫とみなせる言と考えます臆

その威力が、例えば裁判の妨害や不当な判決の形だとしても、包囲網が捕発されない限りば告訴

状H(出荷)の価格操作のような営業妨害が続くので、早晩、経済的生活難に陥るのは避けられません

から、結果的に全てが生命に対する害意と言えます有

私としては、その無言の脅迫の意図は..峨々は肺発_されるまでに必ずお前を叔母や猪のように殺す

からお前を人間扱いする必要など無いIという意図だと考えています。

二これら叩巴行予定を共有していたという意味でこ極めて多数の共犯芋の存在が推定されます。

`★対応の異常性こそ威力の証左です

不当な対応については既述の通りであり、従来から主張しているように、酬

敢えて行ってみせる.朝出です。
当然ながら不当性(異常性)が高いほど威力である榊と思います。

職責に塞く適用法理

基本的には、事件性の認識の異常であ,り蝉であり、刑事訴訟法第239条2(公務員の犯罪告発義務)

坐違反と考えます。警察の場合は、警察津や犯罪捜査規範への違反にも当り、また捜査機関の受

理(受付)拒否に当る場合には更に、犯罪捜査規範や刑事訴訟準の該当条文にも違反すると考えますo

★私の申出の要旨(三つの主な事件の概要)

A沼田支局の対応

ハラグ沼田支局係長

十臆臆臆2呪7年2月22日・午後 の会見において、記述のように、職責放棄の静弁と他機関への誘導岬
① 「ここは捜査機関ではない」という詭弁を終止繰り返したこと
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②群馬県広報課に根拠無く誘導し、義務の無い事をさせたこと

旦 2018◆両細別、、ま
た著しく不合理な事実を否定する判断を根拠無く繰り返して私晒したこと

まず、最初に読み上げた沼田支局の告訴状には、何ら反論しておりません0

次に、郵便局事件の告訴状を読み上げ直後には:開口一番か.らゾンビ化伯痴化)しております。

最も重要なのは、その対応の仕方や論点が、:沼田署マキシマ(B-甲言問、る点です。

これは沼田署の隠蔽の模倣であり、不当性の演出による包囲網の威力の誇示です。’町子2018画
したこと

・フクダ沼田支局長

I 2017.05.01 16用0私の自宅(みなかみ町上牧3158」1)から沼田支局(沼田市西倉内町701)

今酬両月いて私の申出を妨害:したこ言と
Ⅱ

2018・01・1809:56の会見岬3)において、記述?ように、虚偽や詭弁を用いて、著しく

不合理な事実を否定する判断を根拠無く繰り返し、私の申出を妨害したこと

Ⅲ∴2018. Ol:1809:56の会見(甲子3)において、:救済の申出を途中で不当に打ち切り受付拒否

したこと

Ⅳ 2018.01.19 16:53私の自宅から沼田支局ペの通話(甲4)においで、記述のように、虚

言 偽や詭弁を用いて私の申出を受付拒否したこと

彼らは皆、最後には侵犯性無と結論することを初めから決めていたことは結果的に明らかですから、

フクダが受付拒否の根拠とした三づの理由(①へ⑧)にはそもそも必要性が有りません。また、三⊇上

も規定を調べればすぐにばれるような嘘ですから、普通はつきません。つまり100船職権濫用の悪意

蛙を示しております∴更には二つの問題発言(④へ⑤)を加味して総合すれば、私の特殊事情(社会的

な孤立状態)を見越した「お前の訴えなんぞ威力で握り潰してみせるぞ」という意図を示しており、

不当性を演出して威力を示そうとする意図としか考えられません。

①発生場所による箇轄外(甲2)規定上は居住地と発生地の障れも亘ですし、また侵犯案件毎に

必ず直面する前提条件ですから間違えようが無く、敢えてそれを持ち出しているということは1叩

避蓋です。実務的にも問題になるケースは稀だとトミオカも証言しています。

② 「継続する行為にあっては書その終了した日からi -年以内という重要な条件の説明を洩らした

三上(甲2) ・内容的に極めて重要な条件であり過失が考えにくいことや、甲2の中で繰り返している

ことから、ほぼ故意です。

③盤軸酬額(甲4)規定に無く(トドコロの証言)、抗議しても言い張ってい
ることから朗らかに故意です。

④有力な経験則の否定と無根拠の盲信 本人の私の筆跡相違の主張を全く信じなかったことと、 「垂

便局員がそんなことするなんて的0%信じられません」ば あまりにも対照的であり差別的です。

この二つの組合せはそれだけで著しい信義則違反であり、

⑤ 「単三て私達が信じないと調査に入れないもん、そうだよね礼 更に④の直後に.フクタへ申し向

けたこの発言は、普通は申出人の目の前で目にする言葉ではなく、更に甲3反訴書ゐ引用文中だけ

でも「私達Iという表現を多用(12回)していることを総合すれば盈迫と隠蔽の二つの教唆の意図を
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示唆しています。

なお、遡麺土一塁伸5)前橋本局も救済の卓出を、:説明の途中で不当に打ち切っています年

音量 郵便局事佳

2.0170405 20時頃、沼甲郵便局サイトウは、玄関入ってすぐの縁端で居眠り・していた私の睡眠中に住居

侵入し∴ゆうノ岬。私は目が覚めるとすぐにこの不審に気がつきました。
配達を受けた静態が全くありませんし、

) -I∴二
{〉∴《

Iヽ∴ i"

● lヽ 《 ′\

{ ● 賀i
音{

のまま残っていました。今にも転げ落ちそう

壷匿盛に置いて寝転忍まずもありません。翌日0406め日中にサイトウに電話したところ、私が配達票を

受け取って、臆書手クツの上のボールペンでサインしたと宮いました.。しかし、この電話の直後に確認する

と、その三色ボールペンは亘になっていました。コタツの上にはシャープペンとこのボールペンしかな

く、このボールペンは滅多に使いません。ここでサイトウの犯行をほぼ確信した私は、きっそく通報し、

みなかみ交番から、現場検証に来てもらう手はずになりました。十方で沼田郵便局オオフジに電話し、現場検証に必要噂絶
対に外に持ち出せないi言と断られました。なお、これが虚偽であったことは約半年後に判明しました。

翌朝0407、沼田郵便局に出向き、配達証の現物を確認したところ、黒インクであり:私の筆跡ではあり臆臆

ませんで」を。きっそく通報し沼田署のマキシマらに現場検託を要請しましたが不当にも却下されまし

.た(B-甲5)。

この住居侵入は、私の叔母の太固まり子の殺害(の疑い)に東村山郵便局が関与している疑いが強く、そ

の-連の真相の隠蔽の為の脅迫と推定されますが、マキシマらは根拠無く信じようとしませんでしたな

・やむなく、私は登呂0408に沼田署に出向いて刑事課に告訴状を出しました。

ということで、筆跡に加えて色が違うため、私としては私文書勝進と住居侵入は確信しております。 ・で

すから、配達証から私の指紋は出てこないからそれも証拠ですと最初から主張しております。おまけに

オオフジは嘘をついて現場検証を妨害しており・ます。筆跡鑑定や指紋鑑定も要請潜です。脅迫目的が肯

定できないにせよ、何らかの故意に疑いの余地は無く、これで捜査令状が取れぬはずは奉りません。

C 猟銃脅迫事件 ′

201軍0111午後、狙撃 私の畑の中深くまで踏み込んでの、視界が良く30mの至近距離から相対での重

砲でした これは脅迫であることを明示したものと思われますe しかしヤナオカは告知が無かったこ

とを口実に、この巨大な懇意性を根拠無く否定しました。

2015工26(月)朝 狙撃現場の二百加手前の通り道上に彩しい血痕が散乱していました。死骸の元の場所

から通り道までの聞く約20胡こほとんど血痕が無かづたこと、撒かれた血の量が異常に大量と推定される

こと、何らかの注意なり行政処分を受けたはずの狙撃グループの仕業だとすれば、極めて無神経かつネ審な行為であるの岬榊。
これについて、ヤナオカは人為性を全く:否定、ク子中そ
れはおかしい、:狙馨者への例岬
が?と質すと、:知らないのでヤナオカに聞いてくれと岬
2015・ l・ 26(月) 17:00頃、血痕現場付近の私の帰途上に小猫の死骸が二つ置いてありました(発見場所が不

審)また、クロイワが現場検証を終えてからわずか二時間弱後です(タイミングが不審)。

これについて、二人とも人為性を全く否定し、:ヤナオカ岬。
しかし、この状況(段階)で人為性を排除することは、著しい不合理を超えて、不可能です。
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20ユ5・3▼27(火)18亘6大猪の死骸が解体され∴その毛皮だけが私の通り道上に置かれていましな二五且

以上纏ってから死骸を捌くことに意味が無いので 脅迫の意図が鮮明です。 ・

このような、絵に描いたような脅迫劇を露骨に隠蔽している群馬県警の茶番劇ぶりには、不当性を演出・

して威力を示そうという意図があまりにも明白です。つまり、警視庁による20090220太固まり子脅迫

殺人事件の隠蔽への組織的加担という単純明快な極めて強い動機が推定されますが、ここでも脅迫の意

.図があるということです。

その後も関連と思われる出来事(禁猟期間中の銃声、深夜の合図の声、不審な発砲音など)が続いて雪り、何度岬
不法行為(実行行為)の特定

要するに、事件性の認識の異常であり、事実を否定する判断による隠蔽であり手続の妨害です。

これらは全て末法行為であると同時に職権濫用による隠蔽で朝一

不法行為の識別基準にな様々な観点が考えられますが、 -応、個人別・時点別に・してみました。

私が違法性が高いと思っている部分には★(多いほど高い)をつけてあります。

不法行為の詳細については、主に「私の申出の要旨(三つの主な事件の概要)」と、以下の個人別欄に

記述の通りです。

特に犯意の判定については、全主張をご薗酌のうえ、全体の態様として総合的にご判断ください。

ハラダ係長の不法行為岬3反約薯ほが

I 2017年2月.22日.午後の会見において、i記述のように、職責放棄の強弁と他機関への

誘導によって私の申出を妨害したこ・と旦;2018:申、、ま
た著しく不合理な事実を否定する判断を根拠無.く繰り返して私の申出を妨害したこと

Ⅲ, 2018.01:18:09:56廟・
したこと

〈説明)ハラグの不当性の概要については「私の申出の要旨」に既述の通りです。

なお、 Iについては甲3の冒頭で朗読した支局の告訴状に全く反論しておりiません。

臆Ⅱで重要なのは、特に郵便局事件について、そゐ対応の仕方や輪点が、沼田署マキシマ(B-申5、 B-

甲8)と酷似している点です.

これは沼田署の隠蔽の再現であり、棋王勘こよる包囲網の威力の亜赤です。臆臆

パラダの不法行為・Ⅱ;皿について、甲3反約書より抜粋

反P2上(私)昨年2月詑日午後、原田さんはここで、告訴人との会見において、なぜ人権侵犯事実の諦

盃を行おうと、しないのか?と再三訊ねられたのに、ここは捜査機関ではない、という見当違いの詭弁を

最後臆ま臆で執拗に繰り返し、あげく、’県の広報酎こ誘導しました。 2017年5月ま目16時、臆フクダ支局長

は告訴人との通話において、人権侵犯調査、処理規定第八条に侵犯から一年以内と明記されていること

と、警視庁に関することであれば東京法務局の管轄であり、沼田支局の萱軽妙こなることのこ点を理由

迫告訴人の被害届出は救済対象外であると回答しましたo ∴これら二つの事実を総合しますと、ハラダお

よびフグダは、告訴人届出の人権侵犯事実の調査を故意にしないことにより被害を隠越し∴殺人を示唆
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する複数の脅迫被害を放置し継続させることにより、告訴人の生命に対し害を加える旨の無言の脅迫を行いました。碑よ
うにお前を殺すよIということだと思います。

反P3上(ハラダ)思うんですよね?、思うんですよね?偶軌古曲旦二番_無祝_発爵醒塾生_触_怨

.患基_魔力 (私)ハラダさんは人権柏廟’私
が1月3工日に、 反P3上(ハラダ)擁護委員の事務局は兼ねてないですよ(遵軌だ享ダ虻しとぜカニ

轍掌を拒否し〇五とビュて連絡先も教拭喜連絡盃飽こして馳ます逆、 A盤如談斑と幽捜

はずで士から越盤行為をと豊里を (私)人権擁護委員イシザカに提出した人権被害の届出の内容を

把握しております

反P3下(私)それにそもそもフクダさんば ただ一年と言っているだけで「継続する行為にあってば

その終了した日から工年」という重要な条件の説明をおこな;怠っております「被害はいつ終了したの

ですか?」と聞かれたならば「ああ、そういうことならいずれも今、現在進行形であり継続中です。」と

答えられたとこですoそれから、発生場所による管轄違いについては、ええ、 「人権侵犯事件調査処理規

定」第2章救済手続第l節管轄、に書いてある通り、もともと発生地でも居住地でもどちらでも構わな

吐のであり、回答は明らかに誤りです。このように、ええ、ハラダさん、フクダさんとも判断ミスや憶

え寧いの範囲を超えた故意による隠蔽嘩ま明らかですこすなわち人権侵犯事実了

を調査しようとせず、嘘をついて不当に隠碑したことが実行行為です

反P4上(私)ええ、損害状況について、告訴人の、ええ、精神的法益侵害は極めて多大です。真っ先に人

権被害者救済に取り組むべき最右翼の機関が見殺しにしたことで、告訴人の絶望感や孤立感は当然、深

まりました。またいつ何時叔母の殺害の真犯人やハンターに殺されるかもしれないとい・う緒へ絶望感′

は続きました

反P4下(私)人権侵犯事件調査処理規程より抜粋 第1 4条(5)刑事訴訟法の規定により、文書で告

発すること、という方法が明記されております。これを求めて私ばええ、届出をしたわけです・

反塵下(ハラの告訴はうちのほうにはできないので告訴できるところに出していただいたほうがいい

と思います」遼凱朗読した由容を無題_駈二越宣教塞_これヱ三回旦@同趣旨珪発言軽重挫目

宴を批て.」畳ま十二とする意図が鮮明です

反P5中(私)そんなものに書ききれるようなもの’じゃないでしょ? 反P5中(ハラのいや、これだけが

必要なんですeそんな悩凱擬轟を塞趨_無紋一職責放塞」壁参資抱を屋れ趣味也宝玉土塊こ何度

も五二2上ります施しまで旦頭での遵閏を要求して中主克_こねは申告と二上㊨形蓑を口曇に蛙受付

彊盃でも-そもそも坦麺劃紙上圭ね麿済むこと箪一

反P5下(私)いや、経緯を見ればわかります。最新状態、昨年10月時点で全部、継続事件が発生してま

圭 反P5下(ハラダ)だ、.私は何回も同じことを申し上げてるんすけど、それを、それじゃない、そ

れじゃない:それじゃない、つていうふうに、イモィさんのほうで言ってると、それが全部継続になっ

てしまったら、もう果てしなく続いてしまうの、おかしいですよね?(塾軌継続案件であることを無配

無放_職責旗塞_無蓋味_何も壷狂基軸喜連喧し鎚なに経書埜重工も」蜜害者鎚里で喧あ

りません’

反P6中(私)わかろうとしてますか?、これだけの量をこんな・・枚に纏め切れるはずがないでしょ?

反P6中(ハラグ)だ、それは:うちのほうでは、処理できないです。うちのほうでできることの範囲を超
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圭三池だ、捜査機関なり、その、裁判所なりで判断していただく案件になると思います上道軌番孟・

類型色葛蟻責放棄_無捉_超えて足る場合璽例外規定放悪くゝ _また調査の倒姓艶怨む兜二重

に怒擾-ゴム埴こ磋富雄多く工も」被害窒みせり主星遼生きせん屯ニ璽後も重に同-じ趣旨聖餐喜連とて

田園量産一

反P7中(ハラダ)じゃ、これは誰なんですか?、具料的に く私滞って?、沼暗って葺いてある 反

P7中(ハラグ)これじゃ、調べに行けないんです」謹醜悪敬虔鎚」醜悪「塞趨_輩罷二〇壁蓮自体

は被疑着否輩でも可能であること起ち趨滋山王_萱壁上上しう手段密接圭や愚唇に有盃以上は」詞童で主

なと章二と睦を上し主恩」だます種_

反P7下(私)対応が悪いとかじやなくて、意図的な、故意による隠蔽です。警察は職責上、名前を明かさ

ないことも可能ですから 反P7下(ハラグ)だ、そういうことは、うちではわからないです」逆目見直

並を経理一度捉蜘_墟責放塞_蛍談です 反P8上(私)いやいや、轟べようとして下さい。作為

義務が明記されてますでしょ? ’さっき、読み上げたように 反P8上(ハラダ)これは うちのほうで

調べる案件ではか、です上越軌麿轟を無複_無姐_陸貴放棄

反P8卜(私)だから、これ、これを、これに葺けるような簡単な案件じゃないでしょ?.貴方は詭弁でご

まかそうとしてます 反義下(ハラグ)じゃ、うちじやもう、む、できないです(憩馳茜議を無題一無

蛋墟憲政塞「どんな蓋薩竃瑳多く王洩磁輯朝型平蟻壊辿ん (私)なぜ、何を根拠にでき

丑生って菖ってるん? 反P8下(ハラダ)だ、これの、これの範囲です(閏閏l薗轟を無塩_触_稜

二言言責繰一躍朝〇三五山泌蝿と上牡与であ虹金蔓そり馳蛾を地軸を早
上卓二う_愚定はあり_圭せん

反騰中(私)だから、さっき読み上げたように(訓の告発です、それは、告発.反P9中(ハラのどこ

にですか?」説甥上白顔色親_無題_職責起案・ (私凋葦訴訟法の規定に塞く告発 反P・9中(ハ

ラダ)犯罪になってるってゆうのを告発するんですか?堪軌を職責施塞_無斑_無札屯麺化

(私)当然∴将来的由まね、慰謝料請求とか、そういう問題に発展するわけですよ。その可能性としてこ

こに届けてるんです。わかりますか? 反P9下(ハラダ)いや、裁判になるんだったら、うちのほうで

は全然、あの、 ・こういう手続きできないです」逝就き無配_怨橿_躍棄__係属老輩生愛車

反P9下(ハラダ)だから、裁判関係になるんであればうちは全然、そちらのほうに任せるのでできな

いです」説軌を無虹_怒棲重職責放塞_係属春壁生で土 (私)開始してなきや、そう言えないでしょ、

いつ開始するかなんて保証は無いんですよ ′ (ハラダ)そちら、の手続きをやるんであればそちらの手

続きをやっていただければいいわけですよね?」逝醜さ抗議を蔑視_ _無植」職責起案_係属未護生です

反PlO上(ハラグ)で咋ういうおな予,定が有るんですよね?(醐上古抗配を節目醜.一蹴景趣憲一

これ彊係属登生を理由にもよう上したと思われきず蜜来襲生です (私)予定、予定は無いです、じゃ、

無いです。そんな、決めてるわけじゃないんで∴なぜ、それを根拠にするんですか?まだ全然、確定し

てないことなんですよ? 反中lO中(ハラダ)だ、裁判所に、告訴とかっていう形の物を作っているって

いうことは、それを予定しているってゆうふうに思われても、うちのほうでは判断しますよね、そうい

うふうに言えに嬉謎就き抗議を怨榎_ぷ遮」蛾責起票_転属未発告です

反PlO下(私)わからないじゃなくて、廟
んなもの一枚に纏めきれる請じやないでしょ∴見ればわかるでし封 反P10下(ハラ列そこまです

るのであれば、裁判所とか警察の話でうちのほうでできる話ではないです」薗軌士ゾンビ化_抗議を
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観_怒猿_周蹟放棄_ 」どんな出嬉班多く王も十被害者地上で睦登り_ません

反P12中(ハラダ)で不作為は、不作為が起ったことによって直ちに違法性が有るとか無いとかって判

断は言ちではできないです惜乱費喜類型旦_茹議を怒猿_塞堰_識貴放蕃 (私)どこが、うち

ではできないって言うけども、人権侵犯事実の調査をして事実を確認してくださいと言ってるんです、

それおかしいですか?それおかしいですか?最初に戻りますけども 反P12中(ハラダ)その判断は、

警察のほうにも判断できる規定とか法律があるはずなんです。で、行政処分をした、その根拠がその、

警察は警察にあると思うんですよれその処分に対して、うちのほうが人橋侵犯事件だとかっていう判

断はできないんで」遵軌ビン蛸と_壁書類型エ_抗議を無配葵無棲_職責放棄 (私)しなくてい

いという規定がどこにあるんですか?だから、警察’の組織的隠蔽だと言ってる、警察だけじゃない、読

んでもらえればわかるように 反P12中(ハラダ)組織的の∴ところには、うちは、あの、踏み込めない

ですよね態軌を女ゾンビ化_発言類型⊥ _捷謹追無堪二無姐_撼宣教塞_犯罪告発義務違反です

反P12下(私)何の?だから犯罪事実の隠蔽ですよね 反P12下(ハラグ)だ犯罪事実かどうかを判

断するのは、うちではないです蛸軌ゾンビ化「謹言類型エー抗議を鰯寝随一職責放寮

反Pl・4中(私)届出事実の調査をしてく,ださい、事実を確認して.くださいと、こちらに対して言っているi

のと同じ事を言うているだけですけども?反P14中(ハラダ)それは、イマイさんのほうから言える話で

はないんですl邁田上ゾンビ化二艶麗を短観_.無援_職責放棄_取次五三重し連絡先も教えず」大盤擁護

委員と盈連絡喜寿亀三遮断王敬三れ里功幾園と上玉里人棲擁護委員の店毎鼻糞澄有里豊里ん

【反P16郵便局事件の告軸の朗甜(私)去年の4月:野馳局のサイトウ弼醍員が4
月5白8暗頃 麹滋闊達曾露盤で居抵里をしていたところに職務上の通常の声掛けを故意にせず 寝

ている告訴人の枕元に ゆうパックを置き去りました これは、配達証の受取サインが偽造されている

ことか、亨見て、故意に職務上の声掛けをせずに塞睦で入ったものであり、正当な軸の無い笹屋庭△で

す 塾聖書飽造、盈迫鑑 舘卵に託鼓した通り、 2009・2・20のさいたま市での告訴人の叔鼠太固

まり子の変死の真相が殺害であり、当時の東村山郵便局配達員が年賀状の内容を漏洩させたことにより,

引き起こされた疑いが強く、サイトウ配達員のこれら一連の行動ば叔母の件の組織的隠蔽を目的とし

た無言の脅迫行為と思われます 沼田郵便局 臆オオフジ副部長に対し犯人歳匿等ゐ罪●翌4月金目18時

宜璽電竃において、オオフジは私が「これから行われる現場検証に必要なので配達証の現物を今すぐ持参

してほしいiと要求されたのに「-旦回収されたものは本局から絶対に外には持ち出せない決まりにな

っているIということでこれを拒否しました しかし後で調べたところ、法的根拠が答えられないと言

いました 録音 サイトウ配達員の蔵匿と受取サインの偽造の為の時間稼ぎと思われます で、澄且署

も:告訴状としてこれを世している廟の三罪が成立して/
壷旦墓圭明確な犯罪行為 生存椿の侵害でしょうね

反正6上(ハラダ)被喜ば何ですか?ゆうパックが偽造されたうそことによって、何が被害が出たんです

か?」遵軌士女腕旦二番_朗読を艶_否毒す孟埋却瀧_職責放棄」白痴化 (私)いや、精神

的被害ですよね、脅迫だって言ってますよね?、脅迫ってのはすべからく、あの、精神的被害なんですよ、

おわかりんなりますか?反P16上(ハラダ)いえ、ゆうパックが、と、イマイさん宛のものが届いてるんで

すよね?それで」説凱ビン単位_朗読や速読を無役葛否定走る理由重盗嬉_職責施薬 (私)盤圭・

に届いてるんですよ?いつの、いっの嗣にか知らぬ間に 反P16上(ハラダ)でも、イマイさん宛のも

のがイマイ’さんの所に届いて、何か被害の事実が何か出たんですか?」蓮田王さま勇二ビ化葛朝議宮抗議
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喜怒裡_査定土を豊島が塞砥「職責放塞 (私)だから精神的な被事、気味悪いでしょう?そんなこ

とされれば。何か特別な意図があってやってることは間違いないですよね?、反P16上(ハラダ)吐邑

’それはわからないです(遵軌を女才と首位○ ○抗議を無組_職責放塞_白痴化_著しく盃合理を超え王

墓乾吐 (私)何の為に声掛けせずに忍び込むんです緋 配達員が。おっしゃってくださいロ何の為

にそんなことするんですか? 牢P16下(ハラダ)声掛けをしないといけないというふうになってるん

ですか?当たり前で遍師宣まま輩化_切離轟壊乱否定する里幽艶虹蟻責藤一夜

鍋立入に宣馳坊主必要な型も_信義則で埴なく保安上∴当然で互を_轟垣で曇藍な反応です (私)

当たり前でしょ?受取サイ・ンが必要なんですよ、声掛けせずにどうやって貰えるんですか? (ハラダ)

だから、それででも (私)起こさずにどうやって受取サインが取れるんですか?言ってください

反P16下(ハラダ)でも、届いたんですよね?」逝凱古壷とビ化_助壷や抗議を怒趨_否定する選出

互漉捉_鞍貴放棄・ (私)貰ってないです、私は。受け取ってないです、:受け取ってないのに有るんで

す。・だから犯罪だと言ってるんです。わかろうとしてますか? 反P16下(ハラグ)だ、イマイさん宛で

はないんですか?イマイさん宛ではないものが届いたってことなんですか?堪軌去ままとど化一朗

読辛抱議を無彊_否定土を理由が無煙_醜貴放塞 ノ(私)だからどうしたの?知らない間に届いた

んですよ?知らない閲に届いたんです、:だから犯罪だと岬違いますか? 反P17上(ハ

ラダ)全ぐ扇〕らないです」薗凱古土ゾ之ビ化_斑賠艶麗を無塩_査定する理直な鮨昆_職責教案

反P17上(私)岬は、判例として幅広い範囲、あの、あ、範囲を持
ってまして、別に言葉は必要ありません。事実経過全体の態様で判断されます 反干17中(ハラダ)至

れば、うちは判断できないですね磁勤ま夏生化_選言類型土岐親子抗議を無祖査定五五塑直

立灘_職責放憲 (私)判断できないじゃなくて、普通にそうなんですよ、判例として固まっている

ものを判断できないじゃなくて (ハラダ)じゃ、判例として固まっているものは (私)常識として

受け止めてください 反P17中(ハラグ)それは裁判所のほうでやっていただくことだと思うんですよ・

癌で判例で積み重なっているものを堪凱ビン蛸ヒ一番孟類型宣一朗登や抗議を短福一査定する理由

蛮塞檀_職責放嚢 (私)何度も言いますように、はん、裁判所がやる前に’、人嘩侵犯でしょ? A壁侵犯だから、こ岬 反P17中(ノ\ラダ)や、人権侵犯

だよっていうふうにおっしゃっても、被害として何があったのかが、私にはわからないですo今おっし

ゃっている中で。だって、イマイさん宛のものイマイさんに届いて、盛軌土嚢とくど化∴朗読昏坑議

を鰯一査定至る聾出港棲一騎黄塵塞(私)生存権の侵害で巨、違います諦・反P17中小

ラ幼生からないです勉凱きまゾとど化葛朗報謳軍護塞嶺」査定する理直が無姐墟董放棄

(私)何度も言っているように、何がわからないん? 反P17中(ハラダ)イマイさんのところに磁馳

またどと地∴』謹皇抗議を無配否定互登壇軸海橿_職責放轟 (私)’どこがわからないの?

反P17申(ハラダ)イマイさん宛の物がイマイさんに届いて」遵軌土地ビ化_朝露や抗議を無擾__

査定圭る豊臣遮無根_躍嚢・ (私)どこがわからないの? 反P17中(ハラダ)全て、わからない

です、被害が鱒軌古土ゾエビ化「朗読や擁護を怒裡「垂足する理由鎚駆」職責放棄 (私)私宛

のものが、勝手に届いたら、それは被害でしょ?,反P17下(ハラダ)勝手にってゆうのは勝手にって

ゆ岬、んです」遵凱ままゾンビ化一朗登や艶議を
無祝_否壷す盃理由が塞擾_職責放棄_整塞遮隠醸して↓三笠のですか弱堅理な連文で士 (私)だか●

ら、事実は偽造されてます、受取サインが言剛酬 反
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“ p17下〈ハラダ)だ、推測ですよね?(薗醜さまたとと聖二朝露主坑議を怨昆_否定す登壇重科籠姐.

駿責教案_聾変型隠綾上てい毒俊ですか丘怒壇盛返でヰ (私)だから確定さしてください 反

P17下(ハラ列それはうちのほうではないです、調査するのは堪軌をままとど化一発書類型正妻魔

宝抗議を無単一否定する理由塑瀧,_職責教案 (私)いや、推測ですよ、もちろん。貴方の判断は

すべからく推測です (ハラグ)イマイさん (私)全て下す判断は推測ですよ、だから?’ (ハラグ)

今言ったことの内容で高すぼ (私)だから、蓋然腔として当然、けいせ、経験則上、判断しなきゃい

けら、クロと判断しなきやいけないケースはいくらもあるでしょう?全部推測だって言ったら、 -つも

認めないってことんなりますよね? 反P18上(ハラ外や、轟然性が商いっていうのを判断するには、

それなりの蓋然性がわかるものが積み重なっていがないとわかんないですよね?鑓凱古土ゾとど化-一

朗読や遊説を怒趨_否定王室理由狂態棲_職責放薫 (私)や、わかる、わかんないって、経験則と

して、当然、認めるべきでしょう? 反P18中(ハラダ)で、イマイさんの館邸きまゾンビ仕一朗読

端議を無視_否定す五理由軸醜_職責放棄 (私)じゃ、何の為に;黙って忍び込むんです

盤言い逃れしないでください:反P18中(ハラグ)だ、届いてるんですよね?堪軌きまままとど化

朗軽や薗議を無趨_査定圭る理由猛悪棲_躍裏 (私)だから? 反P18中(ハラダ)届けば、だ

って、郵便てゆうのはそもそも」薗軌古土ゾンビ化_瑚膣や抗議を悪役__査定する理由瑳鰻_ _懸賞

放棄 (私)勝手に届いてるんですよ? 反P18中(ハラダ〉だ、イマイさんのですよね?堪就き女ゾ

ンビ化一塊轟や捷議喜怒堪一査定圭る蟄血球塞棲一職責嬢(私)疎んで来たのか、歩いてきた∴

のか知らなりナど郵便が勝手に届いてるんです 反P18中(ハラダ)でも、ゆうパックだから、たま

たまそれは、あの、サインが必要なのかもしれないんですけど普通喧ポストに勝手に入りますよね?郵

便物って堪軌古土重くビ此葛朝議や躍離裡_否定する盟旦瑳無連理貴族霊山掲示された恋

轟蛙をこ彊謝こせ里替え玉亘と」二王います (私胸〕ら ゆうパックなんです、問題にしてるのは、

ゆうパックなの。何をごまかそうとしてるか知らないけど∴ゆうパックなんです・よ、これは 反P18

中(ハラダ)いや、勝手に、でも、勝手に届いたことで何が不都合でどういう被害が出をんですか?」遵

馳古土ゾとど他理読報韓を無昆査定す盃堅直蛮無榎一職責放棄 (私)だから、読み上げま

したでしょ?読み上げましたでしょ?勝手に届いたってことは勝手に入ったってことなんですよ だ

からそれが住居侵入であり脅迫だと何度も言ってますでしょ? 反P18中(ハラダ)ポストとか、そこの

場所に届けるのに、郵便局が、人らか、で届けられないですよね?そもそもそれを、そこに持ってくの

には、イマイさんの家に磁醜さ土ゾンビ但一朗欝擁護を無礼査定する里蛾鰯罷職責教案

なお∴これ以後のハラグの発雷まフクダの甲子3に含め帥

フタダ沼田支局長の不法行為(申2、甲3、甲4反約書よ,り)

工臆臆臆臆.呈017. 05. 01 16調私の自宅(みなかみ町上牧3千年8-1)から沼田支局(沼田市西倉内町7dl)

への通話(甲2)において∴記述のように、虚偽や諦弁を用いて私の申出を妨害したこと

Ⅱ 2018.Ol.1809:56の会見(甲3)において、記述のように、虚偽や師弁を用いて、著しく

不合理な事実を否定する判断を根拠無く繰り返し、:私の申出を妨害したこと

血 2018. 01:18 09廟打ち切:り受俳巨否
したこと臆

Ⅳ 2018.Ol.ユ9 16膏3私の自宅から沼田支局への通話(甲子帖
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態臨繭開閉部50弱回 閉園螺 ∴堅塁墨堅

く説明)十私の申出の要旨」に既述の通りですが、重要なので再掲します。鞘ですから、
ブクダが受付拒否の根拠とした三つの理由⑩一③)にはそもそも必要性が有りません。また、三2と

も規定を調べればすぐにばれるような嘘ですから、普通はつきませんoつまり100職権濫用の懇意

壁を示しております。更には二つの問題発言(④へ⑤)を加味して総合すれば私の特殊事情(社会的

な孤立状態)を見越した「お前の訴えなんぞ威力で握り潰してみせるぞ」という意図を示しており、

不当性を演出して威力を示そうとする意図としか考えられません。 -

による (甲・2)’規定上は居住地と発生地のいずれも可ですし、また侵犯案件毎に

必ぜ直面する前提条件ですから間違えようが無く、敢えてそれを持ち出しているということはエ蛸

故蓋ですo実務的にも問題になるケースは稀だとトミオカも証言しています

②園丁継続する行為にあってばその終了した日から十年以内という重要な条件の説明を洩らした

三上(甲2)内容的に極めて重要な条件であり過失が考えにくいことや、甲2の中で繰り返している

ことから、・ほぼ故意です。

③輔弼濫綾害についての損害額(甲4)規定に無く仕ドコロの証言有り)、抗議しても言い張っ

ていることから明らかに故意です。

④有力な経醐砂否定と無根拠の盲信 本人の私の笹跡相違の主張を全く信じなかったことと、 「垣

壇局員がそんなことするなんて撃%任じられません」早あまりにも対照的であり差別的です。

この二つの組合せはそれだけで著しい信義則違反であり、職権濫用の懇意性10悦です。

⑤ 「岬?」更に④の直後にフクダヘ申し向
けたこの発言は、普通は申出人の目の前で目にする言葉ではなく、更に甲3反訳書の引用文中だけ

でも「私達」という表現を多用(12昌江ていることを総合すれば脅迫と隠蔽の二つの教唆の意図を

示唆しています言

フクダの不法行為申こついて、甲2反約書より抜粋

フクタとはこの電話が卸対面でし左が、いきなり虚偽理由を連発する早こ、悪意が捻れています。

私もかなり敵対的ですが、これはこの時点までのハラダの対応によるものです。

(私).はい、、あのう言開黙殺しております
反P2中(ラクダ)酬脚醜女まま土盛磋墟幽
艶責教案一連定上は居住地と発生塑鎚劇睦可で丸」_童を虞犯案件毎に必ず直面する艶彊条件尋

卒五聞違え古土放無くし敢地を持担しているといえことは1鎚趣意手先_実務田地問題にな

るケニ至は稀雲上上土をカも轟言上ています (私)いやいや\それはそちらで転送してください、私

はこちらの、今の住所地で 反P2中(フクダ)転送はできません、ごめんなさい、管轄が決まっていま臆

エ鎚里址をままを無砥(虚偽」職責施塞 (私)住所地に申請してるんですよ? 反瞬中〈フタダ)

いやいや、あのう、申し訳ないんですが、人権侵害がねえ、いち、岬
ちのほらが調査できるのが。 8年前堪軌をまま無駄虚偽」職責放塞_堆澄韮華子為にをって迫.

至や終了し喜郎功_二年以内土足至り蛙塵珪て重要な条件で壷望過失掩考えに上土ェ上や」且地車

手繰阜返して↓し盃ことならし_盤彊故意でヨ二〇 (私) 「どこに、そんなことが書いてあるんですか?

反P5上(フタダ)まず、管轄が違います(遵軌きま土を無榎(虚偽l」醗責施薬_規定上」居鍾粗と瑳・
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∵生地の中軸可で曳 く私)管轄が違う?管轄が違うとできないって、どこに書いてあるんですか?

法的根拠を示して下さい 反P5上(フクダ)う,ん、だから東京法務局が管轄になりますよ、管轄って

臆いうのは決まってるわけだから嘩凱古土上古繁殖蛙観一散寅雄嘉一現昆上一畳鎧兜と登生兜璽
生ず紅も可(私)いや:まだ受理されてないんで、捜査は始まってないですけども、 反弼中●(フクダ)

はああ、そうするともう、うちは、全く手が出ないですね飽凱箪醜鑑親書職責教案」屡履未発

生で圭

反P6下(フクのその暫奈の、が動いてくれないっていうのは、警察のほうで確閏をしてください。それ

でもし、どうしても、あのう、結果が出ないということであれば先ほどおっしゃったように、やっぱ

り・告訴しないとこれはもう決着は付かないと思いますよね」謎軌を発言類型宣__馨察曾隠蔽の譲主立

’親書怨敵_職責教案東意味飛躍_威力

フクダの不法行為Ⅱ・、皿と!、ラダの不法行為皿について、甲3反約書よ.り抜粋

反P19上(私)これが受取証なんですよ:この筆跡と:私の筆跡、:これ岬
壬生 反P20上(フクの認めたんですか?おうちの中に入ったってことを (私)それを認めて

ないんです 反P20上(フクダ)・ああ、そうでしょうね、入っ手短、と思いますよ、私 (私)ヱ圭

が、筆跡錯定すればこれは明らかに 反P20下(フクダ)じゃ、筆跡磨定したほうがいんじゃない・

で土独逝醜女鼻糞孟類型上」墓硯_塞媛」離責放棄→無意味_威力_萱蜜による隠蔽を謳えて

い主監ですかち合を問題鮭速に蛙生壁せん_雛壇会醒孤立してL浸状壷を見越しを土呼足

元毒見を謹言で排し包囲網として雀躍星を示す合言募です。 (私)人権侵犯事実を確認してくだ

さいと 反P20上(フタダ)人権侵犯、塾達は、それちょっと,ねえ:サイトウさんていうかたが、玄

関を開けて、わざわざイマイさんの枕元まで行ったっていうことは、ちょっと信じられない鰭里班

女ゾンビ化 扉議を無視 無根 職責放棄 (私雁じ、状況的に信じるべきですよね? 反P21

上(フクダ)信じられない(謹醜さゾンビ化 抗議を無視 無根・職責放棄 (私)経験則として、

じゃ、何%だと? 反P21上(フクダ)10脇言じられない、だからそれは、じゃあ、サイトウさん

が、玄関開けて入って来たという、何か、誰か.が見てたとかいう、そういう状況証拠みたいなt)の

有りますか? (邁軸ど掴ヒ_転読を無趨_盛陸_職責放棄_胴を経験則盈査定生麺

害者仝皿盤根旦盲信はあま現⊆杏公平迫り著土星信義則違反です士分@筆跡土卓上俊喧

’経験則監中で盛隆施主信憑蛙重源虹と思止ま克そねを全く圧せなかった二〇とと」⊥低地言じら艦上

は上総合すねば盛観三対照的で克也懇意的な差別的であり異亀な判断でむ_撼撞濫用車窓意笹も里噂で

宣言 (私)だから、偽造されてますから、そこから推測されます 反P21上(フクダ)だから偽造

は、誰が偽造したって言ったんですか?サイトウさんも認めていない、 」遵軌士ゾンビ化÷抗議を・

観山怒蛋職責放棄 (私)はい、・ 反P2上土(フクダ)で、偽造したっていうのは?」薗凱去ゾ

埋宣十轟議を怒裡_塞砥_職責起案 (私)犯人ですから、認めるわけないじやないですか?

反班上(フクダ)いやいやいや、だから、偽造したっていうのは、じゃあどうして偽造した?堪軌

土享とビ化○○抗諺を親鵜怒槙__馳農政柔 く私)筆跡だからです、何、毎度言わせるんです、筆

越違王からです 反P21中(フタダ)だから、筆跡が違うかどうかわからない、塾達には。だから、

進達にはそんなこと、信じられないんです。常識的に言って、 ・郵便局のかたがわざわざね、玄関開

けて入ってくるっていう」逝軌を女王だとビ仕_抗議を無視∴怒棲_職責放棄_ _魔力_重な主軸壊

せ無上㊧は全く遠と、主克_論理灘です (私)常識で:やらないことをやるから脅迫んなるんで
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.上土_斐・(フクダ)いや、いやや、  (私)それはおわかりになります? 反P21中(フクダ)だか

ら、直蛙並辿んですよ、そういうことを、郵便房かたがね、何の、あの、利益も無いのに、

わざわざ抱凱亡妻二ビ佳_抗議喜怒祖墓砥_職責放寮_威力 (私)や、根拠無く信じられな

止ってのは困る∴んです 反P豆1百〇(プタダ)信じられないんです堪醜女土ゾンビ但葛_抗議を無礼

袋姐書職責放塞÷威左堰埋睦迫なしせ言って止ま土.

反撃1中(フタダ)信じられないから、だから、実はこういうような蓮塾があって言ってるんですよ、

ということを言ってもらわないと私達、信じられない、だって私達が信じないと調査に入れない

酬私達が、それはそうだねって信じないと堪軌古土まき享と靴_抗議を無
礼擾棲一躍棄一成カーフ互生二車上馳せをこ盟発言嵐普通連星出入㊨旦竣並で目にする言

墓守睦なふ畢畢上反菰喜郎岨史中盤廿でも貢払藩士むう壷堤を多血嫡出てい五ことを総

合すねば」盈迫と隠蔽の二つ竣俊意図を示唆しています (私)それは、認めなければ何もし甲。〈フクのそれはそうだよね、それはひどいよねってい
∴
う二・と (私)認めないことによる隠蔽です、それは。 反P21下(ラクダ)ああ、じゃ、隠蔽っ

ていうことにしてください。私達は存じられないです、信じません、信じられないもん、だって郵

便局の人がさ、何の利益も無いのに、人ん家に入ってくるなんて信じられないもん。 (私)だか

・ら、さっき、言ってますでしょ?、さっき、言ってますでしょ?読み上げたの聞いてました?’ (フ

クダ)聞いてない、聞いてない、これのことについて、今、申し上げてるんです」謎醜さゾンビ化二抗

言 説輔弼_蕊植」職責放棄_威力」謁とエないを長里基盤羅聖書で圭(私)8年前の東京.

里璽盤A 反P2上下(フクダ)それとこれとは違う、別の話ですこれのことについて今、話をして
(へ います鰭靴を去才と単位」抗藷を無配一迫畦露骨な発言披書瑠ニ(私)はい、だから、今、
(

その話をしてるんです (フクダ)だから、 (私)何の為にするかを、動機を今、お訊ねになっ.

てるんですね? 反号21中(フクダ)ごめんなさい、郵便局のカ峠が勝手に家に入って来たというこ・

とについて、今、お話をうかがいました」逆数を女これは露宜な発言妨宝で七・・ (私)はい、 反

P22上(フクダ)なのでそれについてちょっと、確認しますJ (私)はい、 (フクダ)サイトウ

さんは認めていない、 (私)はい、反P22中(フクダ)私達も郵便局の人がまさか:勝手に入ると

は思遭、だから堪軌きどユニビ堆_抗議を蟹粗菓砥「職責趨悪書威力 (私)どれて?そ

れが、それが 反P22中(フクダ)昼盟もん、だって。そんなことしないもん∴善道噸鵜地上ジ

ン単化_艶麗姦悪堪_塞彊_艶責施薬二威力_与馳掩蓋性軸蕾を二施論農地藩主皿ます

(私)それは、あの、人間なら犯罪をしないと言っている遊金と全く一緒ですね?・論理は 反P22

中(フクダ)そうじゃない、だって塾達、公務員ですから、人ん家、勝手に入らないもん。郵便局の人

もそんなこと絶対しないと思ってる。だからです」憩軌を玉女ゾとど佳境議趨書館邑峻宣

教塞_威力_囁指を最初⊆否定ユニななら⊥ -その後が詭弁でコ」上ミ才力土同様で五_互駒上」艶

凱峻揺り踏みで圭 (私)思二でたら? ・ (フタダ)だから、′だから (私)捜査機関なんて要ら

ないでしょ?そうしたら ぐフグダ)だから、だから、イマイさん、イマイさん (私)無い言っ

てるのと-緒ですよね? 反P22中(フクダ)違います、イマイさん、だから、サイトウさんが勝手

に入って来たという証拠になることはありませんか?って言ってる」蓮如古土ゾンビ化_擬を無

視__無根_職責起案∴威力 (私)だからそれ筆跡だって.他にもありますよ 反P22中(フクダ)

だから、筆跡が違うって言う,のは、どういう証拠が有って?」薗甥上土ままとど化葛擬を無親∴無根,
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職責起案葛威力・ (私)だから’(フクダ)これと違う話、今、この話、今、この話 ‾(私)コタ

・ツの上のボールペンを使って告訴人が書いたとの私ことであるが、直後の確認ではボールペンの

インクの色が違ってました (フクダ)だ、ちょっと待ってください、サイトウさんは認めてない

んでしょ?  (私)何を?(フクダ)これを書いたって (私)認めてないですよ、それがどうしたの?

これは何? (私)これって?サイトウの主張では、  (フタダけイトウさんが認めたつて?

(私)コタツの上のボールペンを使って告訴人が書いたと、言ってるんですよ (フクダ)サイトウ

さんは主張してないって、さっき、言ったじゃん? (私)何を? (ハラダ)サイトウさんは、イ

マイさんが、ユタツの上からボールペンを出して書いたって (フクのあ、ああ、イマイさんの

想像ですね、ああ、ごめんなさい、 (私)直後の、直後の (ハラグ)告訴状っていう形式の物

をお持ちなの、お持ちんなって、今日は来てるんです (私)これは説明資料としてそ-ぅいう名前

の物を出してる (フクダ)じゃ,じゃ、イマイさんが、ボールペンを? ・ (私)ええ、コタツの上

のボールペンを使って書いたと主張してます、サイトウは くフタダ)はい甲、はいはい、  (私)

だけど、私の使ったボー)レペンは三色ボールペンでして (フクダ)え?だって、書いてないんで

しょ?  (私)そう言ってる物はね、一々上げ足取らないでね、 (フクのややや、だ、ごめ’ん、

ごめん、  (私)サイトウ’さんは、私が使って睾いたと伸二 (フクダ〉う

んうん、 (私)三色で、青んなってたんです。ちなみに、棚で書かれてます (フク

のサイトウさんは、イマイさんが、青のボールペンで書いたって、言ってるんですか? (私)違う、

その色の違いに気付かないから、私がユタツの上のボールペンを使って、取って、.自分で書いたと

言ってますが、そのボールペンは青色がセットされてました。ちなみに、この現物は黒色のインク

で書かれています 反P23中(フ\クダ)青色がセットされたって、だって、そんなの後で変えれば変

わっちゃうじゃない?堪輯王さまゾ之ビ化_抗議を無狙二悪政職責嫁菜威力_盈盟主接地

端から否定土ます (私)変えないから。直後幽して、ええ、そうなの?つつで

見たら、肯んなってました。それが状況証拠です、一つのね 反P23中(フクダ)それが状況証拠に?

(私)変えないよ;わざわざ。人を韻め、韻める趣味無い.もん 反P23中(フクダ)ふうん、でもそれ

畦、ごめんなさいねこ鍵軌土地ビ化__抗議を親_無想_職責放寮_助・ (私)それは信義

則、.それは郵便配達員が悪いことしないと同じ、’信義則として、わざわざ私が嘘をつかないという

信義則です、はい 反P23中’(フクダ)でも趨蟄薗凱士オブとど化十境議を無斑聴軋職責放棄

盛九〇極めて有力な状現逼班だと思いま壬瓦_これも査定旦主上た (私)いいですか、次ね、土

と之ゼ些分分析をすれば、コタツの上のポ∵ルペンと、このイン\再かれたインクの争成分は、

変わ、異なるであろうことが予想されます 反P23下(フクの異なってましたか?」説勤ま鼻糞孟

類型互_無配塞棲○ ○職責放悪鬼意味振出_監察による轍を萌え凸上る旺塊ら全く問題

解拙速麹主せん。轟が社会弛埋立止む上る状況を見越⊥左上での鼻元を星を発言で遠見包

囲組としての威力を示す合言葉で士。 (私)それは調べないとわかりません 反P23下(フク

ダ)ああ、じゃ、調べないと(軸凱古土選言類型王_喜怒複_塞桓_職責施棄_無蓋珪葛威九〇既述公

道五包囲繍主上て㊨威力を示す合言葉で互。 (私) 「それからね、触らないとサインできないは

ずの配達証から告訴人の指紋が一切検出されません。これは調べればわかります 反P23下(フク・

ダ) (ハラダ)じゃ、だから、調べればいいじゃん(薗即ち女発言類型上」墓裡一基獲一戦責放棄一無

蓋兜_威力_既述珍通ユ包囲網上土て㊧威力を示す全毒薬です。 (私)調べてないから、沼田署
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をここに、:あの、:犯罪者と臆して挙げてるんで軌 反

P23下(フタダ)調べてないことをそんな風に害い、書いちゃ、書いたら、まずいじやないですか?」憩

捜士才と堂ヒ_糞喜類型亘」茹蓮を鑑軋墓棲_職責趣塞_怒意味」威力__斑連の通旦包囲縄と

土工の威力五番亡合言葉です。  (私)だけど、調べれ廟轄しますから 反中23下(フクダ)虫

′蘭岬ですよ堪凱古土ゾ学割ヒ_遺書猿堅塁_抗議を無昆墨棲_轍塞_無意
味_威力_既述俊遵サ包囲絢と土工匹威力を示す金言藍です。 (私) (苦笑)だから、調べれば確

定する’んです 反P24上(フタダ)だから、調べたほうがいいですよ。だから、だから、、うん」薗凱

ませど地と∴発言類型土岐蟻を麺_範昆_職董旛_悪意兜_威力_境連㊨通土色国籍土

工て竣威力を示せ合孟護です。 (私)そういう事実がいっぱい重なれば、当然、経験則として

反P24上(フクダ)経験則じゃなくて、事実の積み重ねとしてね、そういうことか全部事実であれ輯

班女ゾ之単ヒ_離農を塞裡_盛雄」職責教棄_無意味_威力 (私)経験則として、醐以上の

確信を持っていただくべき話を羅列してるんですよ.反P24上(フタダ)塞達はこれがちょっと信

じられないので」遵軌さまヅ之出土」抗議を無複」盤根_職責旗寮_無意味_威力 (私)だか

ら、信じられないことが異常です 反聖上(フクダ)じゃ、異常で、異常で、はい抱軌ゾンビ化

抗議を怒祝__怒榎」醜責放塞_威力 (私)で私に受け取った記憶がまるで無いんです;それも

おかしな話ですね 私そんな蓄積してるわけじゃないんで、認知症でもないんでoそれから、畦上

パックの現物が告訴人、:私の顔廟んです、まさに。で、,私、寝勃きってますが、寝転

がる前に、そのまま転がろう臆とすれば邪魔に岬ですね。.そんな状況で、
寝転ばか 反P24中(ラクダ)捕ってゆうのは駄目だと●思うよ飽凱古土掌とビ化一抗議を無

祖墓極_職責放棄喜成カ_自覚有ゝ轟達て横暴・ (私)いや、駄目とかじやなくて、蓋然性、蓋然

性 反P24上(フクダ)蓋然性じゃか、よ、土讃昌弘ゾ立国ヒ二抗議を寒極_塞痕「職責施菜園威力.

上」挫く蹟ら査定もまず くハラダ)葦然性じゃないですよね、イマイさんの生活パターン

がわからないので (私)それから、いつもなら再配達を受けたら、すぐ破り捨てるはずの配達証

がそのまま残っていたこと (ハラダ)それは、イマイさん (私)これば配達が無かっ’たと、

無.かっだことを証明していると 反P24中〈フクダ趨達が、これはちょっと、人権侵犯だなと思う

ような証拠に卑ならないですね堪醜女土女王と乾_瑳議を鮭裡_無猿_ _撼董嫁菜__威力

(私)ならないと思うこと自体が基盤です 反P24中(フクダ)はい、じゃ、異常ということで施与馳

ゾンビ化_坑議を無礼葛無棲_職責放塞_威力 ∴(私)はい、そ、それ、そういうのが-つの告訴

状としてあ.ります 反P24中(フクダ)じゃ、告訴してください」避即ち発言類型宣○○抗議を無琵.

無榎_駿責放塞_無意味_威力○ ○斑述艶色団結としでの威力を示す金言裳でせこ。 (秘いや、

告訴してくださいじゃなくて、人権侵犯被害の届出をしてるんですoわかりますか?告訴するしな

いは私の勝手です (ハラグ) 「人権侵犯被害の届出?そうですね、はい (私)はい、 反P24

下(フクダ)ただ、私達は人権侵犯としてはお受けできませんということです堪班女女轟議を無視_

紐_職責放棄 (私)どうしてできないの?どうして受けられないの? 反P24下(フクダ)(ハ

ラ列だから、被害が無いです」薗凱き妾宅とビ化_発言類型⊥ _愚説を怒堪二無捜_職責教護一成

カ (私)受けられないこと、受けられないこと自体が、門前払いですよね? ’人権侵犯です 反

P24下(フクダ洞前払いって、人権侵犯だと思わないっていうことです。塾達は人権侵犯だと思わな

い」連理と士女王だ∠ビ化_ _発言類型ユ_上蔀轟を無理「無視○ ○職責放棄重威力 (私)思わない横拠を

ー28-



示してください。調べる前にどうしてわかるの? 反P銃下(フクダ)だってそんな、郵便局の人が

郵便物を配達して人権侵害だとは思わないからです瑠野上き土光くど仕類型⊥韮議連怨堪

無姐_職責放棄_威力 (私)配達してないもん、だって。配達という行為ではないですよ。黙っ

て入る,というのは配達という行為ではない’です 反P25上(フクダ)じゃあ、それは、どういう証拠

を以って、イマイさんがそうおっしゃっているか?っていうことをお聞きしましたが、それを聞いて

も、それが塞達に取って人権侵犯だというふうに理解ができなかったので、これは人権侵犯だと進

達には判断、考えられないので、こ、これに?いては受けられないです」遵軌古土ゾンビ化一譲吉

類型で_捷諜報施」塞嬉一職責逸寮_威力 (私)じゃ、ノ酬こ、::え
え、資料をお持ちしてるんですが、臆これを一旦受け取って 反P25上(フクダ)できない、璧立亜狂

喜遡通勤さまよ途中打切現碁孟受付彊盃_衷ニビ化_坑議を怨琵墓棲「職責魅塞
く私)ご判断いただけるんですが 反P25上(フタダ) (ハラダ)受け取れません(薗軌古土土途中

荘輿望による受付捏盃-どこ蛸ヒ_華麗を怨趨」髄_職責放棄(私)由前払いですね?

反P25上(フクダ) (ハラダ)週足藩邸古土土途中括勘助三皇室受付拒否一才とビ化一読護を無視

触_職責教塞

フクダの不法行為Ⅳにづいて、甲4反約書より抜粋

前日の不当な対応(甲3)に、私はかなり憤慨しております。

i反Pl上(フクダ)昨早、:お断りしましたよね?(説脚主よ受付」連盟豆脚撞盃_無視__怒棲_職責抵悪

く私)ええ、理不尽な、不当な理由でね?、反Pl上(フタタ)だから、按筈、被告がわからないから、そ

れではできませんよ、つてことでお断りしましたよね?(説郷土史受付躍曲事馳拒否_転読を怨極_

無放」職責教護∴ (私)だから、∴被害をご説明しますと言ってるんですが?辱P工上(フクダ漣旦」

説明できなかったじゃないですか?艶郷土土受付磁埋孟劇壇蚤_按箆を怒複_蕊姐「職責放棄

(私)できなかったじゃなくて、認めなかっただけでしょ?説明してますよ、’充分。

反P工中(フクダ〉黙って聞け?  (私)ええ、 反Pl中(フタダ)★悪いけど:貴方、私達に調査してほ

しいって酬岬職旛濫眉」威み、(私)ええ、黙って開けよ、だから。続
・きがあるつって,んだよ。だから、郵便局がおかしいんじゃない、ニ本当におかしいのは警察だよ。そや

と:き∴現場検証を頼んだのに5:人警官廟祝して帰った岬ま、昨日:お見
せした、昨日説明した内容とほぼ同じだ。 反Pl下(フタダ)ああそう、昨日おうかがいしました。」説

蛾知二王旦巨を生えです・ (私)だから、警察が、それを無視するということが異常だよね? 反Pl ・

下〈フクダ)それは警察岬、。 」謹呈的き護言堰型卓_東鞄「盛彊_轍責放棄_無蓋味十

盛九〇警察による隠薇を轟をて上連雀軸から全く躍解決出主な接地_私立濁会的脚立と

壬生左堰現を見越し左上で@星元を見た薬毒であ虹_包囲網主上で色疲カを示す合言葉です ∴ (秒

いや、、言ってくださいじゃな・くて、そろ思うでしょ?そう判断できるでしょ?だからこそ警察による

入植侵寄なんですよ.。 (フク抑ナい (私)そう思いませんか? 反Pl下(フクダ)思いません。_騨

配膳を無禄__怒榎」職責放棄∴威力 (私)異常です、それ罵言思いませんか? 反P2上(フ

クダ)思いません。畦艶弛★茹議を鰯一_怨棲_職責放棄_威力 (私)もう一度聞きます、思吐き重

ん五重 告訴状を無視してるってどういう二言となんですか?警察緯 度P2上(フタダ)うちは告訴を

受けるところではあり・キせ左上脾凱士巻舌窺型宣_馳貴放棄__抗酷を親_無想○○鬼瞳_威力
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反P2中(フクダ)だからそれは警察に言ってください。 」遵田上を土葬書類聖上__怒裡_虚根」職責放棄

無蓋嗟_威九〇慶連の土非包囲組としての威力を示土合言葉で士 (私精察に言うんじゃなく

て、貴方がたはその違法性を判断する立場でしょう?そういう役職でしょう? 反P2中(フタダ)土色

ません、そうじゃないんですoごめんなさいれ堪軌をままとど化「蜜趨「無姐理責放塞一晒

化__威力 (私)侵犯事実の確認をしてください。 反P2中(フタダ)そや、う仕事はしてないんですo

申し訳ないんですけど工謎凱古土享と官位「塞逸_無敵_職責放塞_白歯化_威力

反P3上(フタダ)脅迫を受けて、どういう侵、_被害を受けましたか? (私)そういう質問は必要無いで

しょう?・、 (プ,タダ)脅迫って、具体的にどういう脅迫ですか? (私)だから、昨日説明したでしょ?

それは。録音されてますよ。 「我々はいつでもこのように、お前の隙をつ’いて忍び込んで、お前の命を奪

えるの.だよiという脅迫です。

反P3下(私)潜神的法益侵害だって言ってるじゃない? 反P3下(フクダ〉だから、それによって、ど

のような損害を受けましたか?(避埋ままま☆無砲艦観_勇二単位_坑蓮を鶴虹職権濫用

(私)はい?損害、著しく、あの、絶望感と、あの、恐怖感に打ちひしがれました。 反P3下(フクの

それをどういうふうに証明することができますか?上越動き土盛棍」虚偽)_∠とど化__抗諒を親_

職旛踵周 (秒それ、証明する必要があるんですか?貴方、言ってることおかしくないですか?

反P4中(フタダ)具体的にどういう損毒がありましたか?って聞いてるじゃないですかo蝿馳せ土上

土鮭横堀飽二王とど虻葛卑軽を親_職撞濫用(私用神的法益佳寄押明しようが知、でし

了∵出たいへんな恐怖と苦痛、精神的苦痛を与えられましたo
反P4中(フクダ)そういう嘗痛を圭圭

られた結果、どういうふうになり’ましたか?(連盟上古ままを無植(虚偽lトゾンビ化_抗議を悠視__蝿

∴《{ 檻邁思(私)どういうふうになる必要があるんセナか?反P4中(フクダ)だから、そこを書かなく

ちゃならないんですよ、私達は。 」薗凱古土上古無旛(虚偽l _ゾ掌ビ化細茹議を無視__職権澄乳_

・至みな親壷晩生ま重ん(私)いやいやこどういうふうになる必要があるんですか?そこ盤
必要が有るんですか? 反P4中(ラクダ)そうです、書く必要が有るんです。主題軌古土土を無嬉墟

餓二才と王位抗議を無視_酸盤温風_至血栓憩室晩包ま吐血

反P5上(私)無いものねだりです。 反P5上(フクダ)はい、受付できません、申し訳ないですね。 」邁

醜女女女鹿随の塑虫で受付拒否よと互巳董議を塞趨「無姐_撼責放棄_威力

トドコロ ジンジの不法行為(甲5反約書より)

工 2018・Ol・23 (甲5)の会見において、記述のように、虚偽や詭弁を用いて、著しく不合理

な事実を否定する判断を根映し、 :私の申出を妨害したこと
Ⅱ 2018.01,23 (甲子5)の会見で、:救済の申出を途中で不当に打ち切り車醒巨否したこと

(説睨)トドコロは現役弁護士であり、人権擁護委員(人権相談所相談員)としての対応です。

’トドゴロは極めて不公平に私の全主張を否定し、加害者側の弁護士になりきっています。ニ皿会見喧撼

塩を濫風して姐手側璽薗弁を突主つ懐手み連五二と宇土毒血囲締り威力による艶鞄です

十〇」二王咄加害者ら丘よ五犯轟であ五一つまり正当弟経度粗」と上る地主薩を」鶴恕K無題」.

査定」葛鍛葛を往事当業務行為を血塊違法性逆悪心」と卓上趣旨㊨主張を_誕生土盛班塵しま圭虹

鱒に整寮につ生理も_捜査機関㊧判断に蛙介入で主査足しとい去_おそらく畦公益優毎論と思わ粘る無

.猿聖答弁を延べ二七回以上展開しておりまう二_
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最大の謎喧し掌輩蕗ム盟乾しか如上あせ酸相手側の主要垂範竣全てをゝ毒蔓と理知・
五五か上土いう壷王を也しま生ゝ _弁護士壁上毒筆璽職責に鑑み三極鞘堂偏二三を不公平を見解盤ありで

毒見_悉轟艶過ぎる盛総合すれ虫十 三と洩囲網壬あ五ことを示唆」エ遼也ます虹

トドコロの不法行為工、 Ⅱについて、申5反約書より抜粋

反P3上(私)はい、ですから、それもこれ、基本的には生存権と平等権で五 (トドコロ)生壷艶 (秘

はい、基本的には無視されてますから、 -切の届出を∩ 反P3上(トドコロ)無視、無視する?てゆラ

旦はね、あのう、例えば、刑事事件の被寄居出したとして、そね並被害が、被害の内容が書いてなけれ

剛岬凱無礼塞嬉一瞬責放棄一成カー受堅しな理由
を告知もなけ蹟当を受付彊盃拒当塑ます班長」怒猛追で至宝せ五五二地主警雑報滋蓋届姻生を無

視したことり代弁そ埋ま豊里むさ_重要な鎚も_私獲税関土を薗㊨発言であることで土∴ (私)なるほ

ど、 (トド、コロ)具体的に、いつ、どこで、誰から、どういう被宮を受けたのかっての、 (私)ええ、

反P3上(トドコロ)そういうことをちゃんと訴えないと、聞くほうはわかんない、動いていいかどうかも臆

わからない、回答も必要無い・ ★★ (遵醜悪現_惚堪_職責趣審_威力一愛壁上遮地理白斑と雀せ

れば査当な受付拒否に当望まずあをしこ鎚瓦三言える嘗蛙醜さ連星 (私)そうですね、だけども、

全く本人の意思を、確、わかんないんでしょ?、だったら、本人の意思を確認すべきですよね? ∴凍P宮

中(トドコロ)逆、逆、 ★★(薗閏施乾を舞鶴_鍾放_職責旗寮一成五里壁土粗壁旦肇匁l∠鎚

丸蛙至当な璧観拒報土当塑主事ニむらしこ如勤王古壷葬報乾生毒生ん、(私)それをしないで全く

無視するということが実行行為だと.亘ってるんですよ、それが哲宗の実行行為です」.反P3中(トド

コロ)だって、:被害があったかどう言かわかんないのにね」噸囲遁議を怒裡一無根一機草改悪一威力

(私)上卓、二切、本人と連絡を取らないのは、無条件に違法だと思いますよ0臆臆 反P3申(トドコロ近

間★★(謎凱茜霞を無想_無捉」職責雄藩_威力 反P3下(私)無視する

土いう正当性がありますか?取掛正当な取扱ですか?そね出し∴止_ドコロ)そうです。 ★★(鞋

馳援護を怒裡_怒堰(虚偽」職責放塞_魔女受理しな土壁且を告知⊥基地ね遭否当な受付揖否

反P盲上(私)告訴状の中の一つに郵便局の事件がありまして、それを読みあげて説明したそばから、 「今

井さんの郵便物が届いたんだからいいじやない、何が被脅なの?」 「私は受け取っていないし、寝ている

間に黙って忍び込んで置き去ることを配達とは言わない。」杢土の私の∴私がサインの筆跡が違うと盲

唖至のに、 (フクの「それで、それはうちでは判断がつきません、筆跡鑑定してもらってください○○

「だから.、それをしなかった沼i由署はもちろん被告人に挙げてレ.畦二五」 (フクダ) 「郵便局員が絶対に

刷」 「それなら人はすべからく犯罪をしない、と言っている
のと同じことで明か料こ詭弁ですと、ね坤と指挿し他の岬
血生上宝。 (フタタ)唾達が信じない’と節査土龍入れない∩そう社主垣封とノ亘生に同意を求めました〇

三旦発言は隠蔽と、もちろん隠蔽を示唆してます。だけども上瑛害者の前で普通、口にする言葉ではあ帥. .
反P岬(私)最後に、 「脚の為に持暮したこの程出資料を預かって、読んでみた上で侵犯事実の有無を

坦坦土工ください.Iと要請しだのに、二人揃って「いいえ、できません。iと口を揃えま也。十それで

は門扉払いですね?」との問いかけに、二人揃って「はい」と答えました。そして、まだ十分の一ぐち●当

園しか説明が終わっていないのを承知のうえで、被害が見当たらないとして不当に受理拒否しました。

少なくとも、読み上げた両名への告訴状により、罪状と被害を説明済みであり、何ら反論もしないで、
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侵犯事実が見当たらないと断じたことは隠蔽です。

.反P白下(私)それから、翌日、これは、あの、人権擁護局と、,こちらに一旦、午前中、お電話した上で

ゆ、翌日の夕方、ええ、支局に電話した時のやりとりです。ええ、フクダ支局長とのやりとりですが、」盤

薪の申出の重きの説明に伺いたいのですがiと切り出すと、 「昨日お断りしましたよね?Iと最初から不

当な受理拒否、:受付拒否を続ける構えでした。

反P6上(私) 「脅迫なんだから著しい恐怖感や絶望感です廟」 「例えば金額に換算すれ岬すられません」
反P6申出ドコロ)うん、だ、まあ、今開いてる限りで:特岬
垣。 -番どこが蘭題だと思うんですか?★」連理上聞旦二番__劫竃を無視○ ○無塵_ -越寛政嚢_助_塩

見支局璽違準性彊_工私竣重出牲要旨」に艶施通りで毒見_皇室に犯罪餌韮 ゝ問題蜜無と塩ビと言え

毒性蒐圭を喧喜連五〇三打出獲距賽子を誓連之之ダ宝∠〕互生と同様曳_適を上げて護理と室生連ね主

査定してみせるこ出こよる威力珪類型で互

反P6中(私)見たうえで判断したんだったら、そうですね。見てないんですよ∩∴それが不当だと言ってる

んです○見てないんです、届出内容。

反P7ヰ(トドコロと番ひどいと思うのでいいですよ。こんなひどいことがあったってゆうのを。

・(私)二番ひどいの? -番ひどいのはね、ええ、ええと、昨年10’月7日ですね、ええ、私は、沼田署

∴ ∴ ∴荒業‡誓書誓書。票‡霊誓霊霊票誓書霊砦の脅迫行為と思われること、更には:今はまだ禁猟期間中のはずであり不審であることの事件性を強簡

二言∴誓査空説聖、今竺毒筆撃して雪。ま†二㌢空、撃、、あ?、,誓耕門学
食 から、ええ、特例’は、あの、町の獣雪対策センターで特例を出すことができるんですが、その特例を調

べた形跡もありません∩ ,これは町の獣告対策センターに確認とっ、_取って即ます、年利㌔一切何も臆

対応しておりません。

反P7下(秒だから、動かないのが異常です. それが人権侵害だと言ってるんです。. 反P7.下(トド

コロ)や、だけど:そら、薔森の捜査権の問題であって言遵軌さ蜜豆類型ユ_塞趨_無施__撼貴教護

威力 生誕挺里に誼戴き址聾垣脅迫罪盟主蝮を籍星と三上壁上二二の捜査機関監捜査盤の主酪

二重後」延をとこ上回以上綾里返します狂主監二部卑生到底⊥ます (私)捜査権どころじゃな

いでしょ?これ110番の法理が丸ごと適用されるケースですから、動かなかったら無条件に違法ですよ、

生存権の侵害です。
一

反押下(トドコロ)仮にそれが違反であるとすればね、狩猟法違反かなんかで暫窯が動くか動かないかと

いう問題であって、貴方が被害者という問題ではないんですよ○だから貴方それ★飽凱怨祖_怒棲_

職責題塞_威力_脅迫罪の主張を無想しています」 _そねを否定せる娃逆に公益侵害q壊れをな

ぜ放置する皿か瑳問題で± (私)いや、だから、私がね、私が主張している猟銃春件との関連が非常

に疑われますでしょ? 反P8上(トドコロ)あの、第三者としてね、告発はできますiよね、告発はでき

るけども、告発した結果、警察がうごくかどうかというめは、’ほら、それは警察の判断であって★二鎚軌

妻二ビ化一読蓮を無視尭棲「職責放基軸一圭与も脅迫罪重宝護を籠虹皿ませ 反P8上

(私)ええ、ええ。事件性を主張して、強調してるのに、それを無視してるというところが、弊祭として異

常です.それは故意の憾厳です。 反P8上(トドコロ)だから、警察が動くか動かないかという∴のは、
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警察の判断だし、警察が判、動かないんで困るっていうんなら、今度、検察庁へれ告辞するという方

法もあります。上達軌慈善類型1_茹議を無狙_塞趣_捌凄誕塞_戌を_脅迫罪の主塩を怒視

反埼中(トドコロ)後は、法務大臣だとか、・そんな、iそんなとこ出したって、意味無いですよ。 」説醜

女且治権侵室_規_無題_職責教案_威力

反PlO上(トドコロ)誰が鉄砲撃ったかなんて、警察、だって、見てたわけじゃないんだから、-わからない

でしょ?★★ (薗凱ゾンビ化_鮨瓢_鬼棲_職責放塞_董弁」籠宝味_威九〇普通こんなこと言わ

圭辿こ く私)(苦笑)調べるのが仕事じゃないですか? (トドコロ)いやいや、だから具体的にね

(私)禁猟期間中に、:岬こ勘、ますよね?当たり前に。どうして調
べないん?

反P10下(トドコロ)だから、こ、こんなに色々書いてあるからね、こんなこ・とをしたって無意味ですよ・

つつってるん 検察庁で終わりですよって言うん。 ★」毯田上自治権侵害_観_無根○○職責放棄__威

五〇〇公益侵宝の落雷性を無塩地上ます (私)はい、あの:実務的にはそうだと思います。 反

P10下(トドコロ)だから、検察庁へ行って、●告、告発状を出,して、で、後は検察庁が警察を指揮して動か

すかどうかっていう、そういう問題んなってくる。検察庁だって自分じゃ動きませんからね、ただ、警

察を指揮する権限があるから、検察官に、が警察にこういう点を調べなさいと、言ってくれれば警察が

動くわけですよ、実際問題はね。だこん’なことすると、かえって信綬性無くなっちゃいますよ。ちゃ

んとそうゆう手続きをね、すべきとこでしなきゃいけない。 ★」遵凱自治蜂侵害_無規_無猿_躍扱、

言 葉助十王狙う艶否作為遮被害だと轟を皿生せ巫 反P10下(私)なるほど、それはそう
ト

だか、そうだと思います、はいoで、戻りまして、あの、重畳旦塑応の違法性について、いかがお考え
・ でしょうか?・特に、直近の対応は違法性が極めて高いと思いますが? 反P11上(トドコロ)ただ、さ

∵.∴ っき言ったように、今の内容だとすれば、哲祭や検察庁との問の問題であって(捏軋士土星ビ化_発

言類型宣.置抗議を怨魂_ _怒棲_職責放棄鵜.魔力_私放温田支局鎚劃塑些睦」私見阜埋り要旨」 」三踵遥

奴_ききに犯罪抱で鎚⊥A撞侵犯でなりなどと言える睦到達を包ません (私)いやいや、同時に

進めて、どこが悪いんですか?民事は相談所、刑事は検察庁と、同時に進めて、どこが悪いんですか?

そういう決まりが有りますか? 反P11上(トドコロ)いやいや、だから、法務局で扱うのは人権侵犯と

いうことを扱うんであって、上記堕しさとだ÷ヒ化_盈豆類聖上__抗蕗を親_怨板○○蝿窟塊粟○○威力

(私)ええ、・ 反P11上(トドコロ)犯罪の捜査をするわけじゃか、ですか.ら。 」遵軌を2掌土建_発言

類型1_転読を寒極__無援_職責放寮_威力 反Pll中(私)いや、●だから、警察が問い掛けに応え

なかったっていう事実が重要なんですよ、後から。 ’(トドコロ)あ、それはもう警察の判断だから、・」逝

地主ヅとど化」発言類型⊥掻議を無裡_無牟岐責放棄∴威力(私)行政的におかしいでし
ょ?

反P12中(トドコロ)いや、そら警察の判断、ちょっと待って、警察の判断で動くかどうかを決めると。噸

塊去_ゾとど化_発言類型ユ_ _掠議を塞嶺山飽艮_堪責放棄_威力

反Pl.2中(トドエロ)だからさ、動くか動かないかは警察・検察庁の判断であって上道親書ゾンビ佳_謹

言類型」抗蓮を無視‥怒棲_職責放棄_威力 (私)はい、刑事事件であると同時に人権侵害です

よね?明らかに、生存権の侵害ですよね? (トドコロ)だ、’侵害してるかどうかわか.んないわけで

(私)わかるでしょう? .

反P12中(トドコロ)そういう問題については、刑事事件に当るものについては、警察、検察庁にやって
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もらうしかないんですよ。上道馳せ基二王化_発言類型上」職責放棄○ ○抗議を怒視_無猿_威力

騎〉わかるでしょう?って。わかんなくでも、少なくとも否定はできないわけでしょう? ∴どうしてそ

虹__壷の、事実が無いとして断れるんですか? 反P12中(トドコロ)警察、検察庁がすべきことを法

務局の人権擁護委員会でするっていうことはできないんです。 」避軌きま享とビ化__発言類型立_職ノ

責放棄一艶報と無礼蕊姫一威力 (私)そりゃ、捜査、捜査しろって言ってんじゃない、調査をして

くださいと 反P12中(トドコロ)どうやって調査すんですか弛憩軌ゾンビ化一職責教案一統聴

放__威力 (秘はい?岬 第1工条3項に塞く調査であることを明示した善

面により行えばいいんですよ。 反P12下(トドコロ)じゃ、紺こ出すんですか?それを。 _鰭凱ど掌

理巳「職責教護」無配_無棲「威力 (私〉そら、警察でしょうね、沼田署。書 反P土2下(トドコロ)
こ

いや、それは警察が人権侵害してるという前提であればそうですけども、壇凱ビン封ヒ_職責放棄「

親_無禄二威 (私)はい、 (トドコロ)鉄砲を撃ったって人は、・また別の人なんでしょ?警

察が撃ったわけじゃないでしょ? 鱒)あ、それ、そちらも:そちらも人権侵害です。だけど、昼型圭

に問題にしてるのは警察組織なんです。 反P12下(トドコロ)だから警察が動くか動かないかってい

うのは、そら、警察・検察庁の判断であって、そこへ人権擁護委員が介入する余地は無いづてこと。 」遵・

醜女皇とど化_発言類型⊥_掠議を無擾_観昆葛職責雄塞葛魔女(私)人権侵害を、侵犯の、か、

か、か、あ、加害者が::ええ、:公的機関だったら捜査、:あの、:諷査しないという規定でもあるんです猶

それが隠蔽だと言ってるんですよ。たとえ相手がなんだろうと、調査すべきことはしてくださいよ。

人言_ ∴ - 反P13上(トドコロ)具体的にはじゃあ、何をするんですか?彪軌をままと靴_蟻塞轢

担_鬼棲_威力 (私)何をするって、書いてあるでしょ?この提案書通りにやってください。なぜで

きないんですか?どこに違法性があるんですか?この提案に。 反P13上(トドコロ’)あの、違法性

が無くても必難が無げれば動けないです○壇軌を夏生化_職責趨寮_擬を怒昆虫聴」威力

(私)必要性じゃなくて、作為義務を明記されてる、作為義務を指摘、指摘してるでしょ?人権擁護委員

というのは、 反P13上(トドコロ)人権侵犯の疑いがあればね、 」謹軌士才を二王化_職責施薬_蕊鍾

無捉彪曳 く私)疑われないんですか? 反P13上(トドエロ)疑われません・そら、警察・検察庁は独

自の判断がありますから、そこへそんな人権擁護委員が介.入するなんてことはできません。 」輯凱古土

ゾンビ化_瑳豆類聖上一書擾憲を無猛_籠鴎二重璽虚偽」醗貴趨悪_論壇矛盾_威力十捜査機関瑳

犯罪をとなり上土と出際延も無ゝ上人旛砲漸雄雌しな 壬七きまり亘怒張克也ませム心霊たし判断

駐勧@と疑われないQ鞍全く別です (私)どうして?な、何を根拠にそう言干てるん? ●法的根

拠を示してください。 反P13申(トドエロ)逆に、法的な根拠が無きゃ動けねえんですよ。 」逝凱き

享とビ化「抗議を艶_怒棲_躍寒 (私)や、浩的根拠はあるじゃん、だから。例外規定なん

か無いでしょ’?人権、人権擁護琴員法に。

反P15中(私)んん、元はそうですけど、検察庁の対応の不正を、また別の告訴状で告訴したってことで

す。だけどそれは、 -且、今、取り下げてますけど。

反P15印トドコロ)あのう、さくい話ね、そういうことばづかやってると、もう相手にされなくなっち

ゃうんですよo ★」邁凱自治棲侵害_親二怒猿_職責麹邑威力 (私)そういうとこばっか?

(トドコロ)重要なことはね、ちゃんと、通式な書類にして、資料を添えて、提出すればいいんですよ。

(私)はい、それで、あのう、ま牢ヾ弁護士さんにも、:無料相談、:有料相談を繰り返してまして、延べn

壱西 隣 陸田 陽画∵囲 関 商圏 星間離言 語 膿関 髄 堕壁壁堅塁 ∵
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織的だと岬 反P15下(トドコロ)だから、そういう

ことをやってると、駄目ですよ、つつそるんですよ。 ★★」薗軌自治旛侵害_親_怨猿_躍

威カー_極達て重太を茶壷鮭を顕示して童リーま圭が

反P重7上〈私)じゃ、最後、ええ、精神的法益侵害について、結局これは結論と一緒なんですが、真髄包

損害額はいくらか、とこれは経済的埠、え、あの、法益侵害を訊ねてるわけなんですが、それが無いと

報告書が書けないから受:付けられませんというのは正当でしょ-うか? “根拠を訊ねております。

反P17下㈲)それ訴訟にするかどうか、まだ決めてないんですよ、決まってないのに、届出、.申出の段

階でそれを要求するのはおかしいでしょ・う?取扱として。∴∴ (トドコロ)まあ、言肇の流れでそうなっ

たんだと思いますけど机上憩軌まま女王とぎ此_ _無題_基盤_職責施霊_無蓋睦_威力__慈恵蛙を

認迫ません (私)言葉の流れにしちやひどすぎろよ。それが拒絶の理由ですよ?拒絶したんですよ、

それを理由に。

反P19下〈トドコロ)会iってない人にどうして脅迫できるんですか?★」遵閏l怒濁し_籍擾_職責施蓑_魔

女セナオ去」二三キンも「仝ラ圭などが告知姪無辺と之をことを旦墓に脅迫を否定上皇蛙直也まや

包囲縄㊨令室碧です (私)(苦笑)いや、だからそれは経過全体の態様ですね、 ・じゃ、何の為にわざと

忍び込むんですか?’声掛けせずに。 (トドコロ)そら、わかりませんけども、ま、いずれにしても、

★飽卑擬寵を怒裡」無姐÷職責放棄_威力(私)わかんないんでしょ? ’不審ですよ拙

反P20申(トドコ占)まあ、無言でも脅迫に当るってゆう判決も有りますけどね、ただ郵便局の人が、・そ

∴言の、ゆうパックを置いてったから理財ど地と一斑議を悪逆」虚根一駿責放棄一成克
く私通圭・

あ、何の為に?動機を説明してください、何の為に?.

反P20中(トドコロ沌うー回来るのが面倒臭いからでしょ?★★(遵軌ビンヱ化_艶麗を悪徳∴無橿_

醜寛趨棄_威力」法曹彊普通二五在籍碩珪言わない

反P21中(トドコロ)今のよ’ぅな内容だったらね、僕が警察官でもそうしますよ。 ・士魂弛まきままとビ化

茹議を患証_怒棲_醍醜悪_威力(秒(苦笑)もう凝。固まってますねえ。 (トドコロ)だって、

ゆ.、ゆうパックを置いてってくれたわけでしょ?.ただ、それだけの話ですよ。 」艶醜さ士五才とど化_

範議を雛壇_塞槙_醜寅雄裏_威力_私文書偽造追犯罪ですが

反P21中(私)いや、そんなこと言ってごまかしても駄目です。筆跡は絶対違います、これは。ごまかさ

ないでください。 (トドコロ)いや、人が見てわかんか、ってゆうことはね

反P22下(トドコロ)だからその、損害額が岬、と
思います。 ● (私)そうですね、そしたら嘘言ってますね?また二度目の嘘を重ねたということになりま

すよ。・ (トドゴロ)ただ、ただ、貴方が、今こういったやりとりしてるでしょ?こういうやりとりして

たら、:受けるほうもそれなりの感情が出てきちやうんですよ、そ:ら。間

ですか、そら。一方的にね★★★飽凱逆鱗産室_虐待_速読を無裡一無紋丁職責放棄一成九一白

玉や非を顧ずニ哩言いぐさです

反P23中(トドコ,ロ)だから、その一点だけを取るとおかしいけども、全体的に書方の行為を見てると、

そういうこともありうるかな?ってゆうことですよ。ここで大声上げて怒鳴ったりね、おそらく沼田支

局でだってそういうことやってんでしょ、ぅ?★★★堪輯通観暴言一厘徳一薗議を怒趨一基姐一職

寅雄憲一戌九一自ら埋葬を顧ず≒盈言寝室二重す く私)当たり前じゃない?そうされて当然の対

応をしてるからですよ。
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反P23中(私)どうして無理なの?何を根拠に無理なの?対応しようがないから、しなくていいという

ことにはならないo 反P23中(トドコロ)そもそ・も貴方の話聞いてて人権侵犯事件があるとは思えな

吐。 」薗軌きまゾとど化_発言類型ユ_怒視○ ○無想_酸鼻放塞_威力

反P23下(トドコロ)今日話してみて、でそれを見ても、具体的な人権侵犯の事件があるとは思えない。

」蘭壇上古き享とビ化一発言類型ユ_怒祖__舞姫_醗董施塞_威力 (私)見てないもん、だって。ま

だ的分の1しか話してないもん。 (トドコロ)だって、一番重要な事から話してるんでしょ?たぶ

ん。 」逝凱き薬毒類型ヱ_墓趨_無姐_職責盛衰_庫互_要す彊⊥二番違凄艶墟虹趨分垂龍郷三

追使犯槌屋ら粒拗上之をりで残_握匹邸分」槌己蚤までもと通史吏至三上完二牡とプ要とクによる確率璽論理

である桂一残り親分三侵犯遮無早と睦言土地なり④捌璽選曲を打ち埋る棲盛地主ならない

反P24上(私)剛いう事実が確定しますけど、どうします?
/

反P24上(トドコロ)あ、それはもう、け、けっこう訂よ。惟贈しき女史を途卓打切り「重態を親

無放_職責教護_威力○○施里返す盟が包囲縄唾特徴で圭(私)お名前を教えていただけますか?

反P24上(トドコロ)名乗る必要無いでしょ出田弾凱鮨壇_怒根_城東趨寮葛威力_そもそも最初

珪名乗る現定掴まし二二えい土盛宜勧善義則違反を普通蹟できないと忠生圭土から威力で士

∴反P25下/(私)まだ、糊、十分の-ぐらいです、量的にはo
反P25下(トドコロ)だ、またあの、地

元の、ああ、法務局行くしかないんじゃないですか?あるいは、どっかあの、もう法務局は信用できな

いでしょうから、弁護士に栢談する奉り、適宜それはやってください。自分の判断ですよ。 」謎軌を女

二一言親数瞬嫁助-二五え囲堰堤壁青酸重き聖地地軸覚
_.∴{∴ イシマキの不法行為(甲5反約華より抜粋)

∴∴警霊票藍等砦慧†書誓申出を糊の途中で硝こ打ち切り、後日の瑚
要請の電話でも断って受付拒否:したこ言と

反脇5中(イシマキ)いやいやいや、あの、大事な物を失くしても困りますから、責任も負えませんし。

(私)負えないんですか? 反駁5中(イシマキ.)お預かりはできません。 (私)どうしてできないん?

だってまだ説明終わってないんだよ、せっかく出向いて.どうして預かって、見て下さい、見た上で判

断してください、と岬、反P25中(イシマキ)さきほどお話が有った通り

です。  (私)通りとは? (相談所員)次の人も来るんでそろそろ (私)通りとは? 反P25下(イ

シマキ)二番重大な部分についてさっき、お話をいただきましたよね?これは重大な侵害行為だってお

話をいただいた部分についでそういうふうに、あの、お話した通りです、だから。その他の部分につ

いても、:あの、:そういった行為があるとは思えない」謎蛾まま上古途中拓か○○擬を無祝_怒撮

職責放棄一威力_太喜麹な哩で勒紅ないと軸圭塵偽物_後目旦乳色で土三才拙さ文書と圭

至り二二を受壁上/していますしな嚢ふなとマ圭蛙二匹後日璽電…敬三よう卓出重囲@要轟並拒盃して早まも_

トミオカ マサユキの不法行為(甲6、甲8反約書より抜粋)

工

2018・ 02・ 19.1.3:26(甲6).の前橋地方法務局(前橋市大手町2丁目3-1)での会見において、

記述のように、虚偽や詭弁を用いて、著しく不合理な事実を否定する判断を根拠無く繰り返
し、私の申出を妨害したこと

Ⅱ 2018. 10.31 11:28(甲8)の私の自宅(みなかみ町上牧3158「1)から前橋地方法務局への類・
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話において、詑述のように、虚偽や詭弁を用いて、著しく不合理な事実を否定する判断を柿

’拠無く繰り返し、私の申出を妨害したこと

lトミオカの不法行為工について、甲6反約書より抜粋

帳Plへ6警視庁関係の会甜反P2中(私)だ、判断できないんであればそのままうっちゃっとく

’んじゃないですよね?普通は.どういう趣旨で出したんですか?と、本人に意思確認するはずなん

ですよ、それをしてない。

反P5上(トミオカ)人権侵犯の疑いのある事案で、確定判決が出ているものには、入れないんですよ

【反P6・-14猟銃脅迫事件関係,の会話】

反P工l中(ノトミオカ)だから、ま、これも、また同じよ,うんなってしまいますけど、-捜査機関で判断して

るんでね、そこに入ってげねえんですよ(謎問返発議理工_今まで俊経緯を怒趨_塞姪十駿責教案.

’威力「 (私)いや、判断がおかしいでしょ?そもそも生命の危機に直籍することであればその,、反射

的利益だの、その、公益だのと言ってられないんですよ 反Pll下(トミオカ)それも捜査機関の手続

ですもん、判断というのも(謎凱きき発言類型上二重誼を怒祝○ ○怒嬢「職責魅惑_威力_判断を轟ね

三上孟璽起し手続として密鈍醜三言撃しても答えに重り喜連ん」三省捜査機関璽捜査鰭の主瞳をこ卑後、

延生とこ上回以上綾な遷します独_そりこ事睨み引固上まヰ

反P11、下㈲)そうゆうことんなると、警察が聖域んなっちゃいますよ?何やっても許されるってことん

なっちゃいますよ?

_ 反P12上(トミオかそれはなあ、だから、警察に確認してもらうしかないんだべえなあ、どうなってん

: ∴ですか?って」薗理lさき才とビ化÷発言類型卓喜_抗議を無裡_怨娘_葛職責放棄_」底力 (私) 「い

∴∴{ や、それはお言葉ではございますが、事件が大きいからとか、相手がね、捜査機関だからといって、例

∵ {∴ 外扱いしていいということは無いと、ええ」 反P1号上(トミオが例外扱いはしてな、してないです

ね、 (中略)そこはできないんですよね1薗醜さ±ゾンビ化_裳孟類型j_喜薗議を無現_鮨艮_職責放

菜○ ○魔力_土工ないと毒七城らし劇緻上です

(私)答えないことが盤塾杢鎧だっっってるんですよ。だって、答えなけ担ぎ被害、当然続くでしょ?

反P13上(トミすがで、ううん、野放しというか、対応はしてますよね?けっこうね★★飽軌ビン単

位_抗議を無鐘∴無板_躍〇三の王事こし監察赴二度土地艶㊨合理胞極艶を豆してい基いと

上しう鬼@主渡を頑なに無過してユ_最初に重任性悪上土喜っをと上二王外形塑封⊆固執してし延生上回

_蟻を繰り返します∴ (私)何もしない、それを対応してるとは言わないです 反P13上(ト.ミオ

カ)しっかり対応しろと・いうことは言えないでしょう?少なくとも、人権擁護機関から、警察には」遊離

土享楽比重言類型」蛎議を塞妃一範良亜宣教塞威力 (私)いや、それを言う、言うんじ

ゃなくて、少なくとも事実調査をして下さいと言ってるんです 反P工3上(トミオカ)事実調査は、豊

実調査はできないですよね、我々はその、前にもお話して有るかもしんないすけども、強制調査権なん

て無いから」遡凱亡きゾンビ但_発言類型㌻ _抗議を無堪_無捜_職責放塞喜怒塵威力_作為義

務を免れる艇になりません

(私)そこに当然に脅迫の意図、麗われるでし,よ?疑わないってゆうんだったら、.何蛇考えるんですか?

反P13下(トミオカ)それはわからないですね(遵蛾なた士ゾエビ化_擬を親喜怒槙…職膏放棄

ユ主要侵犯鍛農を査定できない上せう二王です (私)それを判断しなきや、おかしいかどうか、

判断しようがないでしょ?
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【反P16へ19郵便局・石井恵子事件関係の会話】.

(私)-マキシマは身分詐称により告訴状の受理を拒否しま-した。それはもう、無条件に不当ですよ。刑事

訴訟法違反に塞く職権濫用罪ですi 反P17下(トミオカ)捜査機関に、ちゃんと聞いて、しっかりした、

しっかり受理をして対応して貰わないと困るじゃないですか、とは言えねえもんなあ」遵既出ど之

」蛸と賀謹言類型1 「轟議を蜜蒲江_塞榎十勝責放棄_貌罪を萌えて董望まず

反P22上(私)で、その全面否認という行為は無条件に違法だと思岬ますんで、

事実確認をお願いしたいと,

反P22中(私)警察として異常なだけじゃなくって、一般人としての信義帥こも反します。約束したこと

・を破ってます

反P31上(私)ま、沼田支局としては、大きく分けると、嘘を言ったことと、ええ (トミオカ)受位捏

否、:途中で打ち切ちたこと、  (私)ええ、盟〇二重んなりますねで、ま、更に付け加えれば他に

も闇軽く:さん:してます (トミオが支局長が? (私)例えばフクダ支局長ば私の目の前

でですよ、私達が信じ、被害を認めないと調査には入れない、.そうだよね?つって、:ハラダさんに、卑

し向けてます (トミオカ)うんうんうんうん、 (私)それは隠蔽と脅迫を同時に示唆してます。な

ぜか、なぜ、ぎょうは、脅迫を示唆してるかというと、普通、そんなこと画人の

目の前で・だからこそ脅迫だと思います∴ しかもそれ、:姦通の教唆に当りますよ却 同意を求めてま

すから、ハラダさんに

反P31下(私)握り潰す薫 と脅してるのと一緒ですよ?

“反P32上(私)私は100%信じられません、と、郵便局員がそんなことするはずがありません、’と言った

∴∴{・.● 後に、つながっている発言なんですよ

{ 反P32下(トミ才力)本当に、意図は無いんじゃないですか?意図なんか持たないですよ、法務局職

員がそんな、意図は絶対持たないから、大丈夫ですよ、そんな意識は無いもの、意図は持って無い

壬主よ史上士出離甜ゾンビ化葛抗議を無視_ _鬼棲_職員施薬_ 」私㊨卓也璽要旨⊥ _に彊越した盗

意性壇を半を無裾と壬生ます

反P34下(私)あの、無視する、こと、私のアクション、ああ、まあ、被害届なり、告訴状なりを無視する

こと、通報を無視することは、不当に無視することは、色んな権利侵害になるはずです (トミオカ)

うん (私)で言往為直から言いますと、まあ、あのう、平等権の侵害になると思います (トミオカ)

・うんうんうん、 , (私)なぜかとい〆うと、私と同じように無視されたら、誰も利用できなぐなりますよ

ね?・ (トミオがそうです、 (私)国民の誰も、それありえないでしょ?ということは、滅多に無

い扱いをされてるんで、差別的取扱として平等権の侵害んなる、と思います 〈トミオがうん’、  (私)

それから結霜雪,ら言うと、被害を無視すればその被害は輝きますoですから、その被害、あの、無視

した被害の意図があったものと見徹されても文句は言えない。つまり予見義務違早、危険回避義務違反

として生存橋の侵害になりますo
私が‾貫して訴えてるのは生命?危機です∩ 生命に対する吾意、

脅迫を訴えているわけですか開問詰裁量の範囲を超えて、生存権の侵

害んなると思います。一般論として言えるのはそういうことです、はい

(私)規定上の既判力がどこまで及ぶのカ間、 反P39上(トミオがそりゃあ、裁判所

じゃなきゃ、そこまではできない」逝凱士ゾンビ化_発言類型ぜ_抗議を親」無札職責艶塞廊

躍__魔力∴ ’(私)何言ってんですか?自分とこの規定ですよ?
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反P39上(私)既判力の及ぶ範囲を正確に再確認願いたい この判決で、ね、この被害届について、犯

罪事実があったとは認められないことは明白であるっていう、いわゆる被告の主張ですかね、これを認

めたんでしょ?裁判所が、ということですよね?」邁軌去女史叉と封巳_挺議を塞現_鰹_墟宣教

寒暖カー上土在を璽孟抱き誼棒型去裁判離日妄執里成皇室蛍雪旗之皇女_慰艶粒請求蔓性璽答弁

書か五璽引用王昆虫_判決文理瞳しく追」虹かな重犯罪行為を揖親王生むのか崖五裏なりと上端

を経垂足」と⊥理由:亘述どら虹q王室に過塞軽んLまた_蜂蜜層誕生の亜鼓の有効性蝦した茸で

あ盃盟に」もたかも馨視庁の全二竣行為の犯罪性を否定主ねたむ㊧ご上皇選解を上しェせ韮こせしそ馳.

答重畳土渕蔭葺や区別瑳つ五重辿二三とも」既動力瑳主文に上か鄭渡辺エーとを知ら連は蛍も重り去ませ

劫兎-そり点か五堪意蜂と思われ親_つ豊里こね睦を←虚偽による愛劇壇盃と思軸睦も

彊」-魁黄土蛙以下@よう地変睦な墓場で政一裁判所の親臨上り重盗を避けよ-主上〕亮圭呈出ま推

忠泰丸ます紅塵軸三喧本省な助辞確認土色必要埜有り上土」薗定の改定も含亜て確認を雲蕎⊥二蹴

り呈む」 _A盤侵犯重任薗査処理細則_観脇斑雪続玖睨始等_第1善処盟規程第宣金策上垣蝿毒

す盃蛙」単工_援箸聖申告⊥ 〇七㌦二重」 _晃をゴ軸も_次出塾王を場合軸を場合謎_遷主

立地を毒性艶通説エー救済手鏡を臨始と奄曲れ彊なたを山江- 」虹当該大盤侵犯に関立至轟件

礼_確定勤し鑑定判速と風二の効力を有史毒担解そ鰯主義‾を含むし出し也完篠土工生るときし

反P41中(私手だから?そ聞
く私権祭のやることが必ず正しいって保証は無いですよ都 度P41下(トミオカ)限らないです世上

{∴も、その暫祭の捜査、捜査ってゆうかね、そのものに、それが違法だってゆうことで入ってぐことは
{ {へ・一・ ㌧

できないですよね? (薗埋ま±ゾンビ化_透書類塑_端麗を怒趨」無敵躍」感丸韮題

言∴{苧基軸-ません(私)だから、何をもって、できないとおっしゃる?そ、それはねえ、反P41

・ :二㌧ 下(トミ才力)捜査機関の裁量で出してるわけでしょ?拙軌出才とビ化一発亘類型ユニ西龍を無題_

無捜_職責放塞_古癖化_威力__榎麹を毒しておりません (私)はい、 反P41下廿ミオカ)で

も、それが違法だ?てことですか? (税凱古土吏∠ビ化_発孟類型⊥擢誼_無捜_駿貰放菜

旦施化一威力∴砥塾を奉とて粗ませを (甜職権濫肩で裁量を、あのう、濫申してるってことです

上 反P41下(トミオカ)だから、逆に、もっと端的に言えば、酬
人権擁護機関が入ってげるか、つてことですよね?∴そ廟す

土塁彊遭難古土ゾンビ佐一発言類型旦韮護を無趨喜怒姐_趨責教案_威左堰塾を奉車軸_
主吐血_ (私)いや\無理かどうかじやなくで、そ.ら、状況によ・つて判断して、判断すべきですよね?

どこがやったから無理なんてゆうことはないですよ都 度P42上(小ミオカ}それは入ってげない、そ

れは、 」遵凱古土之だくど化」猛毒類型⊥ _抗議を籠堪_無捜_越貴族棄_白歯化_威力_輸植越を示

上。エお里喜連ん (私)や、はい、はい、入って 反P42上(トミ才力)違法性が無いでしょ? どこ

に違法性を求めるんですかね?その警察のいわゆる捜査、が事件性が無い、つていう判断のどこが違法

なんですかね?(遵田さまよゾンビ化謹言饗聖を_擬義姦悪趨_怒嬉_蛾責放棄_丘勤と「威九〇

旗艶を示上二王おりません, (私)それで、捜査してるんだよ、つて言えますか?何もしてないですよね?

それ無視するってことです

反P42中〈トミオカ)それは、:警察岬岬凱きまゾ
凋皇一襲孟題型卓「抗議を親_怒棲_職責放藍墨恵良威力_旗抱を示土工壷包ま並

反P42下子トミオカ)できないなあ(遵軌古土享とビ化_ _抗議を無視-_無想_職責放棄_ _砥勉を泰阜て
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量りません 音曲何を中ってできかとおっしゃるん?百い切らないで下さい、根拠無く・例外確

定が有るんですか?私はただ、事実を確認してくれ、つつってるだけですよ

坪42下(トミオが豊酬胴乱士主よ享とビ化_堪議を髄「雛峨董
放棄・靴 反P42下(トミオカ)違法性が無いんだもん、その、警察官の出した判断にど

うやって?悩乱さまよえ輩化嚢書類艶輸_監護を鰯_無根「職責施寒_宜醇化_威左堰

題を示し難迫ませ友介入で韮社主_埋横越圭塞ぐ」またゝ蝕でき金主吻王ら違法幽遮吏地主

.璽娃論壇矛盾ですい く私)いや、確認したうえで判断するんじゃ岬 反P42

●下(トミオカ〉甲子っこん、::立件して調査主
音るんです圭

反地中(トミオカ)酬岬凱古曲ゼとど色発
孟類型宣_抗議を鑑吐墓桓_職責題塞_白斑但_威力_根拠を示して喜色ま吐血 騎)だから、堅甲、
どうしてなるんですかま 反P44下(トミオカ)★★★一審最初に、事件性が無いってゆうこと’で、臆臆ご聖

断してるんでしょ?瞥叡櫨遵軌ビン封と_馨喜類型エ」抗議を怒昆墓槙鵜職責放棄__白擾化「.

威瓦_橿艶を丞して軌ませ左警察放犯罪を上土ないと土俵霞娃_にら有史ませ血 盟圭也

赴犯罪だと言ってるんです、隠蔽だと言ってるんです、意図的な.わかってますか? 反地下(トミ

オカ)酬岬勤ままま考∠ビ仕_発言類型⊥ _撞議を怒裡」
-無捜一騎寅雄塞一袋毒味一成丸韮越を泰して登り呈芭ん」摸飽二王か包軍規璽魔力を毒す全毒薬で

す(私)違うんですか?反P44下(トミオカ小や、どうなんですかね?壷凱まさよヅとど虹抗

議を無理一塩捉一職責雄棄一旦動じー一塊斑を示上二彊笠ません 臆触)だから、調査して下さへ:

と言ってるんです・私の亘ってる草、おかしいですか? 反P44下(トミオカ)基かしくはな.いけれどむ

誕酬間道蜘せ女王ゾとど化」抗議を観一怒蛋職責施誌上馳
威力_棲施毒 手盤上ませ血

尿P45中(私)だからどうしたの?何の脈絡?だからどうしたの?岬

反P雪中(トミオカ)迎陸生王さん弼えそるんでし蛙犯罪だってゆうのは★★★蛸軌を王

位岳言類型4 _蟻を悪逆「空撮_職責放棄_無意味_威力擾艶を示_しており喜連左横健に

土抱囲網②威力を示す合言葉です(私)だから、事実確認して下さい、と言ってますが?

反地中(トミオカ)事実確認できない、’それは、法務局では堪凱まさよゾ之ぎ仕_発言類型阜_茜議

を無塩_無姐_職責放棄」威力__砲塾を毒_して奉りません (私)だから、何を根拠にできないと言

ってるん?規定に塞いて、私は作為義務を求めてるんですよ 反P44中(トミオかできないですよ、

だ、違法性が無いですもん、その警察官のやっていることに鬼凱★★★才とビ化葛発言類型己議議

を鮭随一無姐躍_威丸「_破毀を季して壷旦ま:せん(私)だから、どこで無いとおっしゃって.るん?岬 いい加減にしてくださいよ

反P46中(私)や、わからないじゃなくて、じゃ、どうして血痕がある.んですか? 反P46中(トミオカ)

私や、犯罪の、犯罪の聞き重り、事情聴取してるんじゃない夕ですけど?私申し訳ないんですけど二

イマイさんから問い暗めら垣王女上古よ」説瓢才とヒ化_抗軽を籠軋_鬼槙_ _腿吏放棄_止薗化_ _

威力一極顕を毒して遼皇室せ生血監去らぬこと互遮蔽錘丘だと薗鞄している互です赴_

(私)だからどうしたの?だからそれが犯罪だと言ってるん、捜査機関の犯罪だと言ってるん 反P46

ー40-



中(トミオカ)★★★★それはう,ちで、何とも言いようが無いですね、そこは(憩野上ビン単性∴贅言類型

ぜ__瑳議を無役_怨旺_職責放棄.葛威力_艇を示して捻りません (私)だから、何とも言いよう

が無い.じゃなく:∴事実の岬? 反P46中(トミ

オカ) ★★★★事実の調査はできませ点謎凱ど淵と_抗議を塞軋塞棍_蝦責起案_威力_棲塾

を示せて毒す圭せん (私)壁∴ 反P46中(トミオカ)違法性が認められませんよ、警察官の捜査

堪凱★★★粟生化一選言類型⊥韮議を無題「鰯江崎貴族藍一目艶と彪カー艇を示上玉

粗盈せん (私)だから、違法でしょ?不審な車になぜ答えないんですか? 反P46中(トミオカ)

それ、イマイさんが、イマイさんが息づてるだけでしょ?.違法だちてゆうふうに。そうじゃないです

か?上道里弛★★★享とビ化_発言類型上」蛎議趨_鰯○ ○職責教案_怒叢暖_底力_接触三より

包馳魔女軽重合言葉エゴ二__嬉塾を示しモ壷サません

反P46下(トミオカ)イマイさんが思ってるってことはわかる、わかるんですよ、上達凱★★★享とビ化

無蓋嘘_艶整数怒穂鍾推し_職責放棄 (私のまい、 ̃ 反P46下(トミオかただ、私は違法性

は認められない」謹埋l★ ★ ★★ゾンビ化_擬を無視_ _短棲÷職責放棄_論理矛盾○ ○堰塾を表土て

蓬皇善せん (私)だからその、根拠無く認めない、じゃ,ないんだよ、根拠を示せ、と言ってるんです。

わかり’ます? 反′P46下(トミオカ)警察、捜査機蘭が犯罪じゃないと言ってんですよ?」説凱★★★ジ

ン蛸卓「贅言類型± _境議を無狙_無想_璃責放菜_百瀬化葛威力」 _腿を表してお里ません

反P48上江ミオカ)調査をしない根拠は先ほど来、言ってるよう阜違法性が無いも有理凱★★★
阜 享とビ化_発言類型上」地籍を塞塊_鮫_職責放塞_白歯他_威力葛岐斑を示して義堂呈せん

二言・ 「当私)疑いが全く無いの?厚P48中(トミオカ)疑い持てないです。飽虹★★ソユニ靴_珪酸型

…. ∴ 立拐議を無視一基罷職貴族塞一目観と劇物一斑腱を奉長張早ま旦ん 〈私)無いですか?

●二∴∴ 反P48中仕ミオカ)連」説軌★★五㌦とビ化_発言類型j」韮嶺を無嶺_無姐_職責放塞_白歯

化_ _魔力_管_梗越を示土工おりません

反P49中(トミオカ)じゃ、そういうことで、これは取づときます。永久に保存ということにはなりま

せ勅ナビね。あと、あの、何でしたっけ?ノusBメモリーは破棄しちゃっていいですか?お返ししましょ

うか?メモリー預かったじゃないすか? USBメモリー、お返ししますよ。 」逝軌をままを才と単位_

無姐」職寛暖塞_直観ヒ_威五二賎軸年俸存曲蔓」謎までもを接地_こねだ此間地

誌め亘れ壬もなあ_投犯皆無であるという_姿勢を貫こう土地を意図ゝ二〕喜色」お前盈兎えなど絶馳議

連五毛も旦はなより_という農園竣魔力だと思います」盤_妻なく七〇も破塞すると上し差選接厨蛙規定上

敬え喜せん五重」亘か壁思蝿を示上で手荒見ます

トミオカの不法行為Ⅱについて、甲8反約書より抜粋
く

まず、この電話の趣喜ば甲6の論点を整理して再確認することでした。 ①一般論として犯罪で

軸宙豊国畦出まぼ人橋侵害であることを確認し、 ②璧盃の犯罪で毒せ重当業務行為で牢鎚、こと

軸茸に△盤侵害であることを強調し、狙撃を例に取って慈恵性の高さを強調しましたが、従来通り

の職責放棄発言を繰り返しました。更に③全まで何二つ合理的な反論横越を示して↓凶、ので1苺

伴性逆否定しき在る姓兇主なと捌き侵犯無上ヰる判鞄も_極亜て盃合理手塩旦」公務員@犯罪告発

義務二の違反で透見適重な手続を受ける薗岨侵害であると訴えましたが返事をしませんでした。

反中4上(私)ええ、ええ∴わかりました。それで話、戻るんですが、あの、端的にね、その、異常な判断、

いわゆ臆る臆、著しくふご不合理な判断とゆうのは、これはあの、警察に限った話ではないんですけれど
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も、  (トミオカ)なくて?ええ、ええ、  (私)その、手続として無効だと思うんですよ、

反P4中(私)合理的な根拠が言岬ど
も」起臥外形的圭緒論に塾生工反論し窒上去

反P4下(私)しかもね、あの、事件性無しと判断するんだったら、少なくとも連絡くださいよ、とゆっ、臆臆言っ岬
反P5上で、最初に戻りますけども、最初の発砲ですね、至近距離30m、:相対で発砲すること自体に、事

件蛙を感画
反“P5/上(私事、や、そこに特別な意図を感じなかったら異常でしょう瀞 どうなんですか?

反P5上伸ミオカ)そ卑ま私のほうではそこ、壷逆ですけどもねえ、まま去堪凱ビン封ヒ「抗

議を鰯一馬桂一職責放棄一助堆一成丸- -根艶を亘真峯彊せん叶答えられない三郎遮蔽

竣旦旦狸輯薗して彊皿で劾㌔血かええととエませと理塾罫を遇を抱喧有りませんでも塩

島迫殺人もそうです姓しこ@よう血塊こ蝉を超える高度璽慈爵位に犯して」を互聖上という竣

’血二二⊇在か渡辺達吉と丸ぜ皿と同じ三上で透り極めて異藍な判断であり」包囲狂迫る三と五島一旦

と_言えを亨。

反P5ヰ(トミオカ)そのことについては、この間来た時にもお話しさしていただきましたけどもね、うう.

ん、.亮するに、うちのほうで係れない。上越凱亡きお宅ビ他説岳類型⊥_抗龍を鯉_無猿二唖

貴施賽_威九〇惚鞍を毒して勧_豊せん∴ (私)だから、その根拠が、お言葉に根拠が無いという点と、

王も至心輔の干正、不正である限りは、かか、係れないなんていうはずはないでしょ?鴨方趣出

は、刑事中松法239集め2、公務員の犯罪告発義勧泊るんですよ?反P5下(トミオカ)うんうんうん、

それは、それは、その、イマイさんご季大坪告発すればいいんじゃないんですか?そうじゃなくって?

そういう被害を受けてるんで、ま、告発というか、いわゆる、裁判を起こすというか、その上謎凱まさ

よゾンビ化_毒言類型立_茜議を無堪_無姐_嘘貴族塞_白痴化_威力○ ○捉越を重工て登りませを

反P5下(私)要するにね、あの、正当業務行為ではないわけなんですよ、私が主張している内容として、

当たり前に。 (トミオカ〉警察が、ということですか? (私〉ええ、ええ、 反P6上(トミオカ)

だからそれは、そのことを法務局に訴えられても、うちのほうではどうしてあげることもできないじ

ゃないですか?上道凱ど芝野ヒ_転義を無複_基板_職責放棄_威力_ _根拠を示して埴生書道左_

二地主沼田富子圭とヱ㊧模倣塩生包囲組鍼カを示す合言葉です血普趣きどう土工劫墓」毒七〇と言

上\霊地. (私)だからできないじゃなくて、 反P6上(トミオカ)正当行為義務に違反してるんで

あれば警察組織そのも叩こ訴えればいいんじゃかですか?(鞘堂と劇ヒ_謹言類型宣_抗議を無

祖墨橿「職戴魂」無意塵農威力_根拠を示して馳鶉血 (私)ですから、人権侵害が非拠

疑われますでしょ?否定できる、否定でき、否定するならその根拠が必要だってゆうことです。 反

P6中(トミオが今のお話だけでは、.人権侵害の疑いってゆうことは持てませんね。 」説塑上之主を省と_遺

言類型ヱ葛擬を鮨巴_無塵_職責放棄○○威力_擾班を示してお包ま生ん (私)だからさ、貴方様

にたった十つだけ質問したように、じゃあ血痕の件は なぜ、あの、元の死骸から20mも離れたとこに

だけ、通り道の上にだけ散乱してたんですか? 反P6中(トミオカ)そればううたた古土(説兜土牛∠

王位葛薗議を無塩∴寵姫_職責放棄_白墟化_威五〇彊趣を示上て毒す皇せん←答えられないこと

互鴻麓朗_白だと輯鼠ユニてい毒せ工です蛮」毒みろ琵上二嚢三重ん (私)たわからないでしょう わ

からないってことは事件性が否定できないわけですよね?それなのに侵犯性が無いって、どうして割、
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切れるんですか?極めて不合理な判断ですね? 反P6中(トミオカ)うんうんうんうん、事件性の否

定肯定というのは、だ うちではできないでしょ?強制捜査機関じゃないですもん、うちは。 」説凱

ゾンビ化二発言類型⊥二邑複合_ _抗議達観_無札_椴宣教塞_直観巳一魔力_艇を示⊥ニ或弛

喜連ん

反P6下(私)じゃ、さっきの発砲はね、iさっきの発砲の、で、事件性を何%と見るんですか? 反P6下(ト

ミオカ)そこまでは、抱教士まま士真二ビ位十品蓮を鑑乱暴棲_轍塞_旦麺化「威ね_抵1

艶を示しており幸せ五〇答えられ在りこと_放隠怒Q旦且だと塩施してと喧垂です基劫〕ろ豆として

喜せん (私)そこまでば じゃなくて、それを言わなかったら、判断しようがないで_」よ上 反P6

下作ミオカ)そんなこと言えないですよ、何%なんて工薗軌きよ土を之㌦二ビ化_抗議を無礼_鬼棍_

醜寛趨寒_旦痴化÷威力鵜桓艶を示し亨蔓也をせ土地_答えられな足三とB瀬藤㊨自白だと鞄配して

止喧均で出し_わなを非⊥ニ王室.せん (勘だから、言わなかったら仕事んなんないでしょ?侵犯壁

が勘、と判断したんでしょ?そちらは。 反P6下(トミオカ)無いですね、 」藤田l古土上古ゾンビ化

発言類型了__捷議を無狙_無根○○職責嫁_威力_最艇を示しニ駐里喜連ん (私)じゃ、根拠を示

してくださいよ、
反P6下(トミオカ)無いですね、だから堪軌古土上古掌とビ化_発電類型⊥.

抗議を怨視_ _怨植_職責施薬_威力」鶴姓を示しており墓せん

反P7上(私)無視してるでしょう?だったら当然に正当業務行為じゃないんだから:うちが入れないな

んてゆう冨弗が吐けるわけがないでしょ? 反P7中(トミオカ)だから、笹森の行ってる行為が正当業

・務行為でない、ある、つてゆうことはわからないですよ、うちではそれ料抱凱古土土を才とビ化_

∴∴∴讃類型上_擬を親書鰻蟻嫁「白組勘_腿を重工掴ま蛙(私)迦岬 反P7中(トミオカ)それは判断できない、」説

現地オブとど仕」発言類型⊥ _撞議連無題_無紋「職責放塞「威力∴彊塾を亘して勤王せ

ん (私)作為義務の放棄でしょ? 反P7中(トミオカ)それは判断できないです、飽馳せ土よき

享とビ化_発言類型1○ ○抗議を無視_怒盤○○墟責教護_威力_ _橿塾を示しておりません (秒だ

からなんでできない?って言ってるん、根拠を示せと言ちて李ん。 、反P7中(トミオがだから、犯罪

を捜査する機関ではないです。悩凱古土上古ゾンビ乱発孟類型立抗議を塞堪_範昆峻責放

棄_葛威力_壇艶を示⊥よお擾蔓ん (私)だから根拠規定を示して下さい、犯罪を捜査する機関で

はないと書いてあるんだったら、その規定を示して下さい、それが示せないから私は追及してるんです。

反P7申出ミオが うんうんうんうんうん、もう、これ以上、もう無理ですね、イマイさん\お話して

も、前に進まないですよ。磁軌を土まさよ怒棲璽見出撞査一基÷ビ健一抗議を無罷職膏放塞.

威力」擾姐を毒して盤上圭せん (私)だから、:根拠が無い:じ岬とい
うことは、:それは手続を受ける権利の侵害ですね?私恥

反的上(私)警察の犯罪だってことが人権侵害だから岬
反P8上(トミオカ)だそれは王室一畳巳です。蝿軌さまよをゾンビ化_抗議を鶴見墓棲_轍

棄__威力_捜艶を奉⊥ニC蔓りま蔓ん (祖どうしてですか? ∴虔P8上(トミオが王室圭吐ですよ言

上邁軌★まま古妻二首位_琉憩を無視○○無棍_轍霊置_威力_槙腱を示してお包ません (私)

あ、そうですか、あの、根拠が無いですねはい。 反P8上(トミオカ)ええ、はいは母上謹醜

女まきままとど化_ _撞蓮を鯉_紋_職責敬慕_威力_哩を毒して即呈せん

以上■
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(別紙)

\

工準備書面(1)

本書は、被告の令和2年工月17目付け準備書面(l)に対し、包括的に反論するとともに、被

告の白痴化答弁を打破すべや焦点を絞’ります。

第1被告の答弁は:公然たる侮辱(人格否定)であり、犯人隠避です

既提出の具体的掲示を無視して、認否せずに否定のみであり、隠蔽の擬制自白です。

言い換えると、不当な受付拒否ではないことの抗弁事実を示しておりません。

第2 故意または過失であり、全員が公務員職権濫用罪です

後述の通り、いずれも私の申出を不当に受付拒否し、抗議をも無視し、妨害しました。

これらは職務上の故意または過失なので∴法律上保護された利益の侵害です(甲も号書証)。

また、,当り前に、 であり、公序良俗(民法90条)違反です。

第3,被告の判例は、ケースが異なるので失当です

まず、私の場合は完全塞過されたケースですが、摘示の判例は違います。

次に、私は切実な生命の危機を訴えていましたが、掲示の判例は違います。

なお、脅迫殺人(A店件や猟銃脅迫(B席件などから、生命の危機と言えます。

第4 各県警同様に、理由●を告知しない不当な受付拒否(手続妨害)です

警察の場合 権力の濫用の予防という各根拠法の立法趣旨からも、被害の継続への回避義務

からも、理由も示さずに被害の訴えを無視することが許されないのは当り前です。

被害の訴え(脅迫の疑い)を、常に、合理的根拠無く、無視していることは、常習的な、理

由を告知しない受付拒否と言え、個人の生命、身体、財産の保護や、犯罪の予防など(警察

法2条)の職責に因る、予見可能性に塞く結果回避義務違反であり、且基盤や生命に対する

盤型や適正な手続を受ける権利(いずれも憲法13条)や、平等権(憲法14条)の侵害です。

言い換えると、故意の観点の欠落に対する抗弁事実を、:常に示しておりません。

また、不合理な判断ば既述の他、刑訴法189や239条2、犯罪捜査規範第4-5条への違反

であり:告訴状の受理拒否は、 の違反です。

本件 理由も示さずに被害の訴えを無視することが許されないのは当り前です。

これは、当り前の違法性を無視することによって、職責に因る作為義務を葬っており、詮壁

則違反を経験則違反に擦り代えているので、経験則違反に因る論理則違反と言えます。

侵犯性が無いから理由(合理的根拠)も要らないという∴こと骨まなりません。

この論理則違反こそが、 ∴包囲網が∵-貫∴して行らて来た∴狂気の倒錯と言えます。
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第5 予見可能性に塞く結果回避義務違反です

たとえ私の訴えが具体的樹」名を欠いていたとしても、私の堤出物や説明から、そのA盤侵

犯が職権探知できたはずなのに、:必要な調査を怠り、:被害を継続させました

第6 不法行為を以下のように訂正し、一つに統合します

既提出の通り∵前橋抱方法務局のノ申子インマキ、三上:ミオカは、虚偽
の理由や詭弁や欺岡を多用して、その抗議も無視して、私の人権侵犯硬膏の申出を、不当に

受付拒否しました。 ’剛胆,
これは当り前の違法性,を無視することによって、職責に困る作為義務を葬っており、論理

則違反を経験則違反に擦り代えているので、:経験則違反嘩
しかし、侵犯性が無いから理由(合理的根拠)も要らないとよ、うことにはなりません。

この論理則違反こそが、 、包囲網が-質して行って来た、狂気璽倒錯と言えます。

これらの対応は、著しい信義則(民法1条)違反であり、公然たる侮辱〈個人の尊厳の躁瑚)臆

であり、職責と訴え内容の高度の事件性に因る、予見可能性に塞く結果回避義務違反であり、

その不当性が著しい為に、全体の態様に因る程度問題として手続妨害であり、自決権や義

な手続を受ける権利(いずれも憲法13条)や、平等権億法14条)の侵害であり、公序良俗

法90条)違反であり、彼らの職務上の過失または過失であり、不法行為です。

これらによって私は.著しい屈辱や恐怖などの精神的苦痛を受けま音した。

不法行為の基礎事実

ハラグ沼田支局係長 20‡80工18 09:56の会見(甲子3号反約害し

フクダ沼田支局長 20ユ7050=6廟
20180118 09‥56の会見(甲豆反約書)、 20l801工9臆16調の通話(甲4号反約書)

トドコロ ジンジ 20180123 13廟約書)

ィシマキ興興画拒絶
トミオカ 20180219・13:26の会見(甲子6号反約書)、 20181031 11:湖の通話(甲8:号反約書)

甲2号反訳書: 20工70501● 16:00私の自宅(群馬県利根郡みなかみ可上牧3158-1)から前橋地

方法務局沼田支局(群馬県海田市西倉内町701)ラクダへの通話の録音

甲3号反訳書膏O180118 09:56前橋地方法務局沼田支局(群馬県沼田市西倉内町701)での、

私とハラダとフクダとの会話の録音

申4号反訳書‥諭180119 16:,53私の虐宅(群馬県利根郡みなかみ町上牧3工58」1)から前橋地

方法務局沼田支局(群馬県沼田市西倉内町701)フクダへの通話の録音

甲5号反訳書; 20180123工3:03前橋地方法務局(群馬県前橋市大手町2丁目3-1)人権擁護

課での、私とトドコロジンジおよびイシマキとの会話の録音

甲6号反訳書: 2018,0219 13:26前橋地方法務局(群馬県前橋市大手町2丁目3-1)で?、私

と人権擁護課トミオカとの会話の録音
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畢8号反訳書; 20181031工l‥28私の自宅(群馬県利根郡みなかみ町上牧31581)から前橋地

方法務局(群馬県前橋市大手町2丁目3-1)トミオカへの通話の録音

第7 不当性の焦点 これらは、顕著な信義則違反であり、公序良俗違反です。

1★★★★ フクダが、三度の虚偽を用いて、二度受付拒否したこと(欺国)

虚偽① 発生場所による管轄生(甲2号反訳蕾) 受付拒否理由

甲2反P2中(ラクダ)あ、 ∴東京の案件はですね、管轄が東京の法務局んなります。

甲2反P5上(フタダ)まず、管轄が違います。

(説明)規定上は居住地と発生地のいずれも可であり、また、侵犯案件毎に毎回必ず直面す

る前提条件で岬です。
また、問題になるケースは盛だとトミオカも証言しています。

虚偽② 極めて重要な付帯条件の説明を洩らしたこと〈甲2号反訳吾) 受付拒否理由

甲2反P2中(フタダ)一年以内の侵犯案件なんですよ、うちのほうが調査できるのが。

十年経過を理由にして断る時に「継続する行為にあっては上その終了した月から」 」年以内

という決定的な条件の説明を漏らすことは有り得ず:また、甲2号反訳書の会話中で壁土返

上墜孟していることかち、明らかに故墓です。

・虚偽③ 精神的法益侵害にも損害額が必要伸4号反訳書) 受付拒否理由

書{{《∴反P3上(フクダ)脅迫を受けて、どういう侵、∴被害を受けました噂

∴∴∴↑ 反P4中(フタダ)そういう苦痛を与えられた結果、どういうふうになりました建
同、 {∵ 反P4ヰ(フクダ)そうです、書く必要が有るんです。

反P4下(フクダ)損害賠償請求する時って、その金額を計算しますよね?

・反P5上(フクダ)はい、受付できません、申し訳ないですね。

トドコロ 定に無し \と言っており・(甲 5)、抗議も無視しており、明らかに避蓋です。

ノ2★★★★ 4人が、申出を途中で打切り、続きを組まなかったこと(欺岡)

所定の相談時間の経過を理由に中断したのですから、当り前に、:後日の続きを組むべきとこ

ろを、そのまま終わらせ、再開の抗議にも応じなかったことは、被害がいかに複雑で膨大で

も、被害者のせいではないことから、不当な門前払いの受付拒否と言え、極めて詐欺的です。.

一回目如1801工8 09‥56沼田支局でフクダとハラダ(甲3)

甲3反P25上(フクダ)受け取れません(私潤前払いですね? (フクダ)(ハラダ)はい二回日子申
甲5反P23下(トドコロ)いやだから、だいたい、あの、あとの聞いてもね、一番重要なとこ

が人権侵犯じゃないんだから、聞いても同じですよ。

3★★★★ フクダが、侮辱と威力脅迫と隠蔽を教唆したこと(甲3号反約書)

申3反P2工申(フクダ) 「だって私達が信じないと調査に入れないもん、そうだよね?」

前記④の直後にフクダに申し向けたこの発言は、思っても申出人の前で言える言棄ではなく
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また、甲3号反訳書の引用文中だけでも「私達iという表現を12回も繰り返していること

●を総合すれば侮辱と脅迫と隠蔽の同時教唆の意図を暗示していますo

4 5人が、虚偽や詭弁を重ね、当り前の違法性を無視したこと(欺岡)

違法性とは主に、人権侵犯性と反社会性です。 ★や●の数が多いほど違法です。、

監察が、理由も示さずに被害の訴えを無視することが、許されないのは当り並です。

その不当性を判ろうとしない人権擁護機関もまた、:許されません

ハラグ(甲‾3号反約割

★★★ハラ廟) 「それはうちではない」 「できない十 職責放棄 虚偽

反P6中(ハラダ)うちのほうでできることの範囲を超えてます

反P8上(ハラダ)これは、うちのほうで調べる案件ではないです。

反P8下(ハラダ)じゃ、うちじやもう、む、.臆できな臆いです。 ・

反P9下(ハラ劣裁判になるんだったら、うちのほうでは全然こういう手続き王室連です

反P12中(ハラ列組織的のところには、うちば あの、踏み込めないですよね?

★★★ハラダの類型4 「推測だよね?1 無根 無意味(お互い様)

’反P17下(ハラグ)だ、推測ですよね? (沼田署の隠蔽を無視)★★★ノ脚 経験則違反 無根 職責放棄

反P18中(ハラダ)勝手に届いたことで、何が不都合で、どういう被害が出哩

(説明)無意識下の屋内侵入ですから、当り前に、憲法上3条の自衛権ないし自治権の侵害

であるこ・とは言うまでもなく、人権相談所として、 ・当り前に自明です。

付言すれば盈迫がすべからく自決権の侵害(憲法13案)であることも自明です。棚。
判らないことに蓋然性も合理性も有りませんし、更にば抗議を無視して同じ遣り取りを

10回以上も重ねたことは露骨な侮辱であり、公序良俗違反です。

フクダ(甲3号反約書)

★★★★フクダの、:自分の筆跡の経験則の否定と、:被疑者の職業の盲信は両立不可能

甲3反P22中(フクダ)だから・、筆跡が違うって言うの.は、どういう証拠が有って?

甲3反P23下(フークダ) (ハラダ)だから、調べればいいじやん 沼田署の隠蔽を無視

(説明).私の筆跡ではないという経験則とサインの写しを無視したこと(経験貝頓不信)

と、甲3反P21上(フクダ) 「(郵便局員がそんなことするなんて)100縞じられないI (論理

則違反の盲信)の組合せは在り得ず、特に後者は明らかな詭弁なので、 100%職権濫昼です。

★★i★フタダの類型8 (甲3反P25上) 「何をもって?)の旨 職責放棄 経験則違反

(説明)既に充分な恋意性と証拠を提示しており、ま、た、否定する根拠も有りません。

★★★フクダの職責放棄発言(甲3反)虚偽 論理則違反

反P2中(フクダ)すいません、そうじゃないんです。ごめんなさいね。 (調査のこと) ・

反P2中(フクダ)そういう仕事はしてないんです。申し訳ないんですけど。 (調査のこと)

フクダ(甲4号反約書)

★★★フタダの類型5 「それは警察に言え」 (甲4反)職責放棄 無意味 論理則違反.
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反Pl●下(フクダ)それは警察に言ってください。

反P2中(フタダ)だからそれは警察に言ってください。

(加害者は警察)

(加害者は警察)

トドコロ(甲5号反約書)岬が弁護 虚偽 犯人隠避

(説明)これらは弁諸士と人権擁護委員の職権の濫用による糊猷犯罪の正当土地

厚P3上(トドエロ)被害の内容が書いてなければ無視されたつてしょうがないですよね?

反P3上(トドコロ)回答も必要無い。 以後にわたり、同趣旨の発言を延二三五里。

★★★トドコロの類型1 「暫乗の判断には介入できない十 虚偽職責放棄犯人隠避
★★★トドコロの類型2 「替祭の判断だから違法性は無い」虚偽 職責放棄 犯人隠避

(私)いや、一切、本人と連絡を取らないのば無条件に違津だと思いますよ。

反華中(トドコロ)いやいや、そんなことない。 (犯罪捜査規範65条違反)

(説蜘 警察の組織的隠蔽棚らず、また、犯罪である以
上は、捜査機関を例外扱いすべき規定も無くむしろ優先的に調査すべきですから、経験則

違反による論理則違反と言え、公務員の犯罪告発義務(刑訴法239条2)違反です。 .

甲5ゐ会話の中で、この類型丁または2の発言を、延べ.20回近くも繰り返しました。

替蕪が、’理由も示さずに被害の訴えを無視することが、許されないのは当り前重。

その不当性を判ろうとしない弁護士や人樺擁護機関臆もまた、許されません。臆臆臆臆

★★★村八分を、トドコロが弁護 虚偽 犯人隠避特に、:発嘩:,
また、秩序を乱す反社会的な行為であることを、判らない弁護士など許され宝生血。

反P9中(トドゴロ)聞くか聞かないかばその人の自由だから。

反P9中(トドエロ)貴方の話を聞かなきやならないなんて義務は誰にも無いんだから。 ・

反P9中(トドコロ)例えば今の話、聞きたくないと思った人が帰るのは、そら自由ですよね?

反P9下(トドコロ)だって、従う義務は無いわけでしょう?他の人にも。 .

反PlO上(トドコロ)提案しち.やいけないという理由も無いでしょ? (煽動のこと)

★★★猟銃脅迫事件の警察の隠蔽を\トドコロが弁護 虚偽 犯人隠避

反PlO上(トドコロ)だ、隠蔽してるっていうか、警察だって調べようが無いんじゃな母型

反PlO上(トドコロ)誰が鉄砲撃ったかなんて、警察だって、見てたわけじゃないんだから上

わからないでしょ?ノ (説明)現行犯以外は摘発できないそうです 虚偽

★★★トドコロの類型6′「それはうちではふ、l 「我々には権限が無いI “職責放棄虚偽

反P12上(トドコロ)伍も塞せんです、強制調査権なんか無いんです。 (調査義務有)

反P13上(トドコロ)刑事事件だったら、ま、そら、警察、検察庁に任せるしかないでしょ?

反P12中(トドコロ)どうやって調査すんですか?

反P13上(トドコロ)具体的にはじゃあ、何をするんですか?

反P13上(トドコロ)あの、違法性が無くても必要性が無げれば動けないです。

反P13中(トドゴロ)逆に、法的な根拠が無きゃ動けねえんですよ。

★,★★沼田支局フクダの隠蔽を、トドコロが弁護 虚偽 犯人隠避 職責放棄

反P22下(トドコロ)だからその、損害額が言ってもらわなければ報告書が書けないという
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ことはないと思います。

反P22下(トドエロ)ただ、ただ、貴方が、今こういったやりとりしてるでしょ?こういう

やりとりしてたら、受けるほうもそれなりの感情が出てきちゃうんですよ、そら。人間だか

’らしょうがないじやないですか、そら。

反P23中(トドコロ)だから、その÷点だけを取る,とおかし岬

見てると、そういうこともやりうるかが ってゆう、ことですよ。ここで大戸上げて怒鳴っ

たりね、おそらく沼田支局でだってそういう二、とやってんでしょう? (居直り強盗的)岬弁護 虚偽 犯人隠避

(トドコロ)そういうことをやってると、駄目ですよ、つってるんですよ。 (私のこと)

棚、たのに、侵犯無しな:ど言と言えません 論理則違反

(私)じゃ、何の為にわざと忍び込むんですか?声掛けせずにこ

反P工9下(トドコロ).そら、 わかりま ども:ま、いずれにしても、

反P20中(トドコロ)もう-回来るのが面倒臭いからでしょ?
‾

(トドコロ)犯罪じゃない、うんまあ、偽造したっちゅう意味じ剛。

反P21中(トドコロ)ゆうパックを置いてってくれたわけでしょ?それだけの話ですよ。

(説明)このように、無意識下の屋内侵入とサイン岬、るのですから、壷塑

13条の自衛権ないし自治権の侵害であること,は、人権相談所として、:当剛。

付言すれば、盈迫がすべからく、自決権の侵害億法13条)であることも自明です。

無意識下の屋内侵入による人橋侵犯の内容が判らない弁護士など、:許されません。

イシマキ(甲・5号反約書)

甲5の会見に終止立ち会っていたので、トドコロの不当性とほぼ同様です。

★★★持参書面を預ける要請をイシマキ廟 信義則違反 論理則違反

(私)じゃ、 、これを-旦預かって判断していただけないですか?

反・P25上(一同)瀬かれません。 (途中打切り臆)

なお、甲子軍の会見の後日、:説明の再開を電話で要請したのに、 /廟為、人権擁
護局や同局総務課に掛け合って、トミオカとの会見にこぎつけた経緯が有ります。

トミオカ(甲6号反約書)

★★★トミオカは甲6の中で、類型1又は2を∴延べ20回以上も繰り返しました。

反Pll中(トミオが捜査機関で判断してるんでね、そこに人づてげねえんですよ

類型ユ「警察の判断には介入できないi 職責放棄 塵飽

類型2 「警察の判断だから違法性は無用 職責放棄 塵飽

(説明)警察の組織的隠蔽の訴えを根拠無く無視しており、また、:犯罪である以上は、捜査

機関を例外扱いすべき規定も無く、むしろ優先調査すべきですから′、’

旦睦庭と言え、職責の自己否定であり、公務員の犯罪告発義務(刑訴法239条2)違反です。

★★★トミオカは事実を否定しました 虚偽’ないし論理則違反

反P12上(トミオカ)例外扱いはしてな、してないですね岬、」 職責放棄 虚偽ないし詭弁

反、P13上(トミオカ)事実調査は、事実調査はできないですよね、我々はその、前にもお話し
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て有るかもしんないすけども、強制調査権なんて無いから (捜査ではなく調査です)

主上★トミオカは事件性の返答に窮したのに侵犯無音とは言えません 虚偽 論理則違反

反P13下(私) えるんで (、トミオがそれはわからないですね土間 職責放棄 無根 経験則違反

度P32●下(トミオカ)本当に、意図は無いんじゃないですか?意図なんカ持たないですよ、

法務局職員がそんな、意図は絶対持たないから、大丈夫ですよ、そんな意識は無いもの、意・

図は狩って無いですよ

土‡★トミオカの類型5 「それ輯蕪に言え十職責放棄弼則違反無意味
(私)それが犯罪だと言ってるんです、隠蔽だと言ってるんです、意図的な。わかってますか?

反P42申(トミオカ)それは、警察のほう阜執拗に話したほうがいいんじゃないですか?

★★★トミオカの類型4 「それは貴方が思っているだけ」 「推坤だよね?十 無根 無意味.

反P44下(トミオカ)イマイ・さんはね、そう言ってるわけですよ、 ’(お互い様)

反P45中(トミオカ)それはイマイさんが考えてるんでしょ?犯罪だってゆうの癌

雪やミオカぎ.侵犯を雪定する理由を、答えなかったこと職責放棄ゾンビ化
(私)だから、調査して下さい、と言ってるんです。私の言ってる事、おかしいですか?

反P無下(トミオカ)岬ですよ、うちのほうで。
(私)どうしてできない馳 しなくていいという根拠がどこに有るんですか?

(トミオカ〉酬
(私)だから、なぜ、できないんですか?日本語になってませんよこ

(トミオか が無いでしょ? 違法性が。

〈私)違法性は今、:説明したぽっかりでしょ? ・何を根拠に否定するんですカギ.

★★★★トミオカが、:返答に節子しなが子ら、:侵犯無と断じたこと 職責放棄‾論理則違反

反P蕪下(私)はい、では、.まず、血痕が散乱していた件にっいて、

(トミオカ)うん、はい、

(私)元々、死体があったと思われる現場から20加離れてる場所に血痕が集中してたのはな

ぜですか?その間に車痕がほとんど見られず、なぜ私の通り道にだけ集中してるんでしょう?

汗ミオカ)元々あった所から20m離れた所に?

(私)はい、そのように書いてありますが、

(トミオカ)ううん、

(私) ’元の場所から通り道に持ち出すまでの約20mの間に血痕が無かったことこそ、脅迫の

意図を示唆しております、書いてありますが。

(トミオが 人為的に誰か持って行ったんですかねえ?

なぜ置いてあるって、まるで謎のようですけどね。

(私)謎のよう・、じゃないでしょ?いや、

(トミオカ)なぜなんで かねえ?

そこはよ わからない

(私)なぜでしょう?だから、わざわざ通り道で捌く必要が何も無いでしょヱ

(トミオカ)や、それはどうなんだろかなあ?

(私)いや、どうなんじゃなくて、何の為に通り道で捌くんです?そしたら。
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(トミオカ)わかりま え、そこで捌いたっうことですか?

(私) ・や、わからないじゃなくて、じゃ、どうして血痕があるんですか?

(トミオカ)私や、犯罪の、犯罪の聞き取り、事情聴取してるんじゃないんですけど?子 私。

申し訳ないんですけど、イマイさんから問い詰められて。

(私)いや、そこは、不審に思わ加、と、犯罪だと思わないとおっしゃるから、こ、反論し

てるんですよ。じゃ、警察に代?て不審点、答えてみてください。

(トミオカ)だから、警察、捜査機関が犯罪じゃかって言ってるわけでしょ?

(私)だからどうしたの?だからそれが犯罪だと言ってるん、捜壷機関の犯罪だと言って

互生。
’

i(トミオカ)それはうちで何とも言いようが無いですね、そこは。

(私)だから、何とも言いようが無い、じゃなく、事実の調査をして下さい、と言ってるん。

どこかおかしいですか?

(トミオガ).事実の調査はできません。

(私)なぜ?

(トミオカ)違法性が認められませんよ、警察官の捜査

(私)だから、違法でしょ?不審な事になぜ答えないんですか?

(トミオカ)それ、イマイさんが、イマイさんが思ってるだけでしょ?違法だってゆうふ

-うに。そうじゃないですか?

(私)だ、どういう意味があるん?私が被害の、救済の申出をしてるんだから、私が思っ

てるんです、他の人が思っててどうするんですか?どういう意味があるんです?その言葉に。

’(トミオカ)’ィマイさんが思ってるってことはわかる、わかるんですよ、

(私)はい、

(トミオか ただ、私は違法性は認められないこ

(私)だからその、根拠無く認めないじゃないんだよ、根拠を示せ、と言ってるんです。わ

かります?

(トミオカ)警察、捜査機関が犯罪じゃないと言ってんですよ?

(私)だからどうしたの?意味が無いです、貴方の言うてる反論は意味が無いですよ。一

(トミオカ)じゃあもう、これ以上申しませんけどねe

.★★★★トミオカが、威力脅迫と隠蔽の発言をしたこと 訊ぐ必要無 害意の表示

反P49中(トミオがUSBメモリーは破棄しちやっていいですか? (規定では5年保存)

トミオカ.(申8号反約書)

★★★トミオカの類型も「それは警察に言えl 職責放棄 無意味

反.P6上(トミオカ)正当行為義務に違反してるんであれば、警察組織そのものに訴えればい

いんじゃないですか?

★±★★トミオカが、返答に窮しながら、侵犯無と断じたこと 職責放棄 論理則違反、

(私)だからさ、貴方様にたった一つだけ質問したように、じゃあ重症の件ばなぜ、あの、

元の死骸から20mも離れたとこにだけ、通り道の上にだけ散乱してたんですか?

反P6中(トミオカ)それは、う,う
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(私)たわからないでしょ?わからないってことは事件性が否定できな間
“そねなのに侵犯性が無いって、どうして言い切れるんですか?極めて不合理な判断です壁

反P6中(ト’ミオカ)うんうんうんうん、事件性の否定肯定というのは、言だ、:うちではでき

互吐でしょ?強制捜査機関じゃないですもん、うち臆は。

反P6下(私)じゃ、さっきの発砲はね、 ・さっきの発砲の、で、事件性を何%と見るんです棚

反P6下(トミ・オが そこ音では、

く私)そこまでは、じゃなくて、それを岬
反琉下作ミオがそんなこと:岬、
(私)だから、言わなかったら仕事んなんないでしょ?侵犯性が無いと判断したんでし封

反P6下(トミオが無いですれ(私)岬、
反P6下(トミオカ)無いですね、だから (経醐悔反に困る論理則連年)

5 トミオカが九告訴状の事件性と包囲網の実在を無視したこと

申出に添付した9告訴状と被害届和2017と懇意性一覧表の各事件が、何故に私に集中して

勤哩という、相互関連性や類型的一貫庭を総合すれば包囲網の実在は明らかです。

これらの事件性を無視したことの不当性は極めて多大ですが、その詳細に触れるまでもなく、

既述の不当性だけで充分だと考えますので、説明を省きます3

第8 法令の摘示

人権侵犯事件調査処理規程(平成1 6年法務省訓令第2号)

第2節 救済手続の開始(救済手続の開始)

第8条 法務局長又は地方法務局長は,被害者,その法定代理人又はその親族等

の関係者似下「披富者等Iとし弓L)から,人権侵犯により被害を受け」又、

は受けるおそれがある旨の申告があi廟
図∴ることを求められたときば 申告のあった事件が,法務局又は地方法務局に

おいて取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き,遅滞なく必要な預

査を行い朝のとする。
樽的★ 「侵犯の疑いが有る場合」という条件は読み取れないので、全て調査が必要と思

われ、調査しなかった.こと自体が違法の疑いが有ります(現行取扱の鞍庇)。

第9 証拠の追加 甲9号書証と証拠説明書を追加します

第10 当り前の事案解明を、裁判所に要請します

被告が因縁付けにより認否を示さず、:理由無しに否認だけしていることを判定願います。

これらの信義則違反ないし論理則違反は全て、既堤出の書面上で確認できます。
上
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